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李
容
九
が
日
韓
合
邦
に
一
命
を
堵
し
た
事
実
は
知
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
真
意
は
わ
れ
わ
れ
に
理
解
し
難
い
面
も
あ
る
。
そ
れ
を
資
料
に
よ
っ

て
整
合
し
て
見
ょ
う
と
す
る
の
が
こ
の
小
文
の
試
み
で
あ
る
。

季
容
九
の
伝
記
的
記
述
は
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、
内
田
良
平
の
「
海
山
李
容
九
先
生
訣
詞
」
、
宋
乗
峻
撰
の
「
、
海
山
李
容
九
墓
誌
銘
」
、

内
田
家
所
蔵
資
料
中
の
「
鳳
庵
先
生
事
略
」
、
大
東
国
男
「
李
容
九
の
生
涯
L

所
引
の
「
侍
天
教
宗
緯
史
第
三
篇
」
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
う
ち

「
事
略
」
の
主
要
部
分
の
み
を
掲
げ
る
。

ω
公
名
容
九
、
字
大
有
、
鳳
巷
其
道
号
也

Q

又
称
海
山
。
高
麗
碧
珍
将
軍
李
怠
言
三
十
二
世
孫
也
。
父
一
和
、
母
慶
州
金
民
商
学
之
第
二
女

也
Q

・
：
朝
鮮
李
朝
開
園
四
百
七
十
七
年
春
正
月
二
十
一
日
（
陽
二
月
十
四
日
）
生
公
子
慶
尚
道
尚
州
郡
洛
東
河
面
津
頭
塁
。
性
頗
頴
慧
、
聞

見
師
記
。
人
称
異
童
。
（
下
略
〉

悌
二
十
三
議
、
詣
僅
法
軒
（
海
月
先
生
之
称
）
門
下
、
問
東
学
真
理
。
先
生
甚
器
之
、
親
授
玄
妙
之
機
。
東
学
侍
天
教
之
本
名
也
。
：
・
公
初

名
愚
弼
、
受
教
以
後
改
名
祥
玉
。
不
治
生
産
、
以
布
教
為
己
任
。
三
年
之
問
所
佑
、
至
十
余
万
人
。

是
時
、
朝
政
索
乱
。
官
之
視
民
如
膏
服
、
民
之
視
官
如
針
狼
。
市
東
学
之
被
虐
尤
極
。
時
、
有
捕
捉
海
月
先
生
之
朝
令
。
故
、
公
、
不
勝

義
憤
、
起
八
万
余
名
之
教
徒
、
為
雪
先
生
之
寛
、
為
蒼
生
之
命
、
聾
討
政
府
之
罪
悪
。
義
旗
揚
処
、
人
心
之
響
応
、
如
水
就
下
突
。
・
：
此
東

李
容
九
の
自
枠
合
邦
巡
動

（
西
尾
）

j1 



本
ず
容
九
の
日
枠
合
川
辺
助

（
耐
尼
）

。

学
之
笑
巳
報
思
会
也
。
公
時
年
二
十
六
議
也
。

翌
年
甲
午
春
、
京
畿
道
討
捕
使
金
鳳
卒
、
残
虐
教
徒
、
被
捉
者
接
多
。
公
、
更
起
数
千
教
衆
、
会
予
利
川
郡
、
以
免
撲
眉
之
禍
。
時
、
全

羅
道
古
阜
人
全
路
準
、
起
十
万
教
徒
、
向
全
州
、
陥
城
嬢
之
。
公
亦
起
十
万
余
衆
、
収
畿
湖
各
郡
軍
器
、
絶
叫
革
新
主
義
。
時
朝
廷
請
援
子

清
廷
。
・
：
由
是
、
日
清
開
位
。
・
：
公
、
輿
日
兵
相
戦
、
大
破
之
＠
・
：
是
年
九
月
九
日
興
全
路
準
、
会
子
息
津
論
山
。
分
左
右
而
爽
攻
公
州
、

興
京
軍
及
日
兵
、
交
鋒
三
日
、
両
陣
死
傷
接
多
。

十
七
日
暁
頭
、
官
軍
及
日
兵
、
上
燦
台
山
頂
、
左
右
襲
下
、
徒
衆
多
潰
散
。
半
日
相
戦
之
際
、
飛
弾
中
公
右
股
0

・
：
球
準
被
檎
子
官
軍
。

公
率
残
党
六
千
余
名
、
回
向
忠
州
之
路
、
到
任
栄
都
、
遇
海
月
聖
師
。
・
：
十
二
月
二
十
四
日
、
到
忠
州
都
外
西
村
別
山
堂
。
官
軍
興
日
兵
、

四
面
追
到
、
勢
知
網
羅
、
無
所
逃
避
む
於
是
、
解
送
残
党
、
輿
従
者
数
人
、
還
尋
古
里
＠
家
徒
灰
撞
、
窮
｝
汎
模
実
、
之
中
、
共
妻
権
氏
、
分
娩

子
岩
穴
之
問
、
経
三
舎
一
夜
、
不
得
食
0

・
：
時
海
月
聖
師
・
：
避
身
子
竹
林
洞
公
之
寓
庫
、
二
一
日
後
護
向
江
原
道
。
（
下
略
）

乙
未
春
、
公
避
身
子
議
基
郡
。
：
・
朝
廷
秘
訓
子
各
道
、
懸
賞
訓
捕
ω

三
南
各
郡
、
無
所
容
足
。
丙
申
春
、
陪
海
月
聖
師
、
秘
密
移
子
忠
州

等
地

Q

公
発
向
黄
海
道
、
入
子
文
化
郡
九
月
山
、
更
加
修
煉
、
専
事
布
教
。
一
年
之
間
化
衆
、
殆
至
三
万
余
名
。
避
人
指
目
、
文
改
名
寓

植
、
時
二
十
九
才
。
是
年
秋
八
月
二
十
二
日
、
夫
人
権
氏
及
三
才
乳
児
倶
逝
ω

翌
年
下
酉
、
潜
入
威
平
両
道
、
：
・
教
徒
漸
至
七
万
余
。
（
下
略
〉

戊
成
正
月
二
日
・
：
暁
頭
、
官
箪
縦
四
囲
掌
来
。
被
因
子
利
川
郡
獄
、
酷
刑
之
地
、
左
投
折
骨
、
：
・
訊
問
海
月
翠
師
所
住
、
：
・
黙
念
修
煉
。

夏
四
月
始
得
放
免
。
是
月
初
五
B
、
海
月
聖
師
、
被
捉
子
原
州
郡
松
洞
、
：
・
即
上
京
城
、
百
般
周
旋
、
地
方
教
徒
数
千
、
秘
密
集
会
干
京

城
、
欲
為
聖
師
鳴
蒐
、
：
・
是
年
六
月
初
二
日
（
陽
七
月
二
十
二
日
）
遭
海
月
聖
師
之
変
。
（
下
略
）

巳
亥
十
月
、
移
接
干
豊
基
郡
県
村
、
各
地
教
徒
密
々
来
住
。
〈
下
略
）

(3) 

翌
年
辛
丑
三
月
、
興
義
庵
孫
乗
組
山
、
渡
日
本
、
初
泊
長
崎
。
転
至
子
大
阪
、
滞
留
数
朔
市
帰
。
同
年
十
月
、
公
再
渡
日
本
。
面
会
孫
乗
州
、

宜
相
論
事
、
留
数
朔
而
還
。
巡
回
各
地
方
、
布
教
日
加
月
靖
ω

指
弾
教
徒
、
義
金
之
収
合
、
為
二
十
余
万
円
也
ω

選
青
年
優
秀
者
四
十
人
、

送
日
本
修
学
、
以
為
他
日
之
需
人
。
自
是
、
公
之
来
住
子
東
京
、
至
於
累
次
。



笑
知
三
月
、
輿
各
地
教
領
、
会
子
京
城
、
議
革
新
方
針
、
一
斉
潜
行
各
地
、
組
織
教
徒
ゐ
願
従
者
殆
至
百
万
。
同
年
十
月
復
渡
東
京
、
民

有
志
詩
人
、
商
議
時
宜
而
還
ω

日
露
関
伏
之
期
漸
迫
、
忽
聞
砲
響
、
震
於
仁
川
海
沖
、
日
本
軍
破
露
艦
、
の
上
陸
。

甲
辰
二
月
、
秘
会
各
地
教
領
子
京
城
、
密
議
時
事
、
欲
起
民
会
。
以
軍
事
上
戒
厳
不
可
軽
挙
、
以
待
下
回
之
機
。
復
往
東
京
観
大
勢
而

還
。
憶
、
済
世
王
順
受
天
命
以
後
・
：
達
子
数
十
年
む
主
笑
己
甲
午
、
教
徒
勃
興
、
唱
輩
命
之
義
。
朝
廷
極
施
剃
討
之
方
、
制
而
不
滅
、
減
而

旋
起
。
其
於
天
運
何
＠
是
時
、
官
多
食
虐
不
法
之
吏
、
問
有
土
豪
武
断
之
徒
ω

彼
心
之
所
悪
者
、
及
有
固
有
穀
者
、
構
一
拘
束
学
、
強
奪
財

ω 
産
、
誤
殺
人
命
、
当
時
東
学
二
字
、
陥
害
人
民
之
悪
名

Q

知
是
十
数
年
之
問
、
縛
之
捕
之
、
数
之
、
期
欲
撲
滅
。
至
日
露
関
佼
之
時
、
韓
廷

恐
其
暴
動
之
慮
、
広
設
網
羅
而
欲
議
無
漏
。
日
兵
以
甲
午
之
事
、
疑
之
以
排
日
、
逢
靴
砲
殺
c

各
地
方
教
徒
避
禍
而
来
京
城
者
、
主
数
千
ω

時
、
孫
桑
山
内
滞
在
東
京
、
：
・
突
起
中
立
会
、
擬
如
印
午
之
挙
劃
ω

公
開
之
大
驚
、
即
渡
東
京
、
興
乗
川
叫
ん
面
会
、
評
陳
不
可
之
由
レ
孫
景

叫
ん
、
因
以
委
托
於
公

Q

：
・
公
招
轍
教
領
等
日
、
五
ロ
教
本
以
布
偲
天
下
、
広
済
蒼
生
為
宗
旨
。
今
欲
百
万
之
衆
、
如
是
軽
挙
、
何
呉
負
新
自
火

哉
。
成
事
在
天
課
事
在
人
ω

茅
符
五
口
之
倣
事
ω

事
若
不
成
、
一
台
桝
惟
有
死
而
己
。
従
我
者
皆
挙
手
ω

衆
皆
一
致
、
還
収
中
立
会
発
起
文
む

先
是
、
宋
乗
峻
：
多
年
遊
日
本
、
際
比
日
露
関
佐
之
帰
国
心
輿
十
一
一
師
団
兵
姑
監
大
谷
少
将
、
関
係
益
重

b

公
縦
人
求
面
会
む
・
：
公
欠
身

日
、
撲
甲
午
東
学
之
魁
む
物
有
不
平
而
鳴
、
人
有
至
窓
而
呼
、
是
情
也
。
理
也
b

我
教
組
受
無
極
大
道
子
天
、
欲
済
蒼
生
於
無
為
化
界
、
横

被
無
道
之
刻
刑
ω

：
・
比
是
一
大
抱
小
池
也
レ
現
今
百
万
教
徒
、
立
於
日
韓
両
国
蝉
視
之
地
、
有
生
命
而
不
能
全
、
有
妻
子
而
不
能
保
、
比
是
二

大
至
定
也
ω

君
政
日
非
、
宗
戚
脅
す
権
、
全
国
生
霊
、
填
子
講
整
、
無
人
矯
救
、
此
是
一
二
大
轍
寛
也
。
況
我
園
、
処
在
来
亜
之
中
、
任
胎
外
掛

而
難
保
時
局
之
平
和
、
際
比
時
機
、
革
新
邦
国
、
並
駕
環
球
之
文
明
、
為
大
願
也
レ
宋
乗
峻
：
・
目
、
束
、
学
是
闘
之
所
禁
、
且
於
甲
午
之
乱
、

排
日
之
真
相
。
公
愁
然
日
我
教
之
目
的
宣
有
排
日
之
理
哉
む
住
音
盤
〈
巳
甲
午
之
事
：
・
朝
廷
又
請
援
子
日
兵
、
剃
討
東
学
。
我
等
印
午
事
非
京

学
之
排
日
、
実
是
日
兵
之
排
東
学
。
又
非
白
兵
之
排
東
学
、
即
朝
廷
之
欲
滅
東
学
者
也
レ
今
首
危
急
存
亡
之
秋
、
議
我
徒
百
万
之
生
命
、
特

施
斡
旋
、
如
何
。
・
：
公
奥
宋
乗
峻
諜
露
肝
謄
、
管
定
約
束
ω

(5) 

時
、
独
立
協
会
除
党
、
予
始
荊
等
護
起
維
新
会
む
紹
紛
子
宋
乗
峻
、
以
凶
成
立
。
宋
乗
峻
使
ヰ
ア
始
痢
等
改
会
名
為
一
進
会
、
使
教
之
避
禍

み
γ

容
九
の

H
特
合
邦
巡
品
川
（
州
出
〕



李
容
九
の
日
韓
合
邦
巡
勤

（
閤
尾
）

来
京
者
、
参
入
一
進
会
。
公
、
避
知
世
之
名
、
改
称
容
九

Q

飛
機
各
道
各
郡
、
組
織
進
歩
会
。
京
郷
会
員
、

一
斉
断
髪
。
自
是
東
学
排
日
之

疑
始
解
。
時
政
府
用
親
館
主
義
、
指
民
会
為
附
日
党
、
嫉
視
：
・
捕
縛
一
進
会
。
：
・
於
是
京
郷
官
民
、
至
有
大
衝
突
之
境
安

Q

（
下
略
）

以
下
「
事
略
」
の
記
事
は
日
本
側
の
京
義
鉄
道
布
設
工
事
に
対
す
る
一
進
会
の
毎
日
三
千
名
の
「
自
費
魁
役
」
及
び
「
北
韓
地
域
」
に
お
け

る
毎
日
三
千
名
の
決
死
的
な
「
輸
送
隊
」
の
奉
仕
の
事
項
に
続
く
が
、
文
中
に
は
こ
の
日
本
軍
援
助
の
理
由
と
し
て
、
「
ム
7

比
闇
杖
、
東
洋
平

和
維
持
之
日
、
即
我
国
独
立
扶
植
之
大
義
也
ω

是
以
我
等
不
能
自
身
之
生
死
、
以
期
速
成
二
役
云
々
」
と
あ
る
。
次
い
で
間
三
十
八
年
の
農
業

会
社
、
京
城
の
光
武
学
校
お
よ
び
各
地
の
学
校
の
創
設
、
日
韓
協
約
賛
成
宣
言
、
三
十
九
年
の
孫
景
拠
と
の
分
離
及
び
侍
夫
教
の
呼
称
開
始
、

桂
済
愚
・
雀
時
亨
二
師
の
免
宜
運
動
の
成
就
、
自
衛
団
組
織
活
動
、
一
進
会
会
堂
建
築
、
四
十
一
年
の
合
邦
請
願
書
提
出
と
続
き
、
最
後
に
四

十
三
年
合
邦
完
成
及
び
そ
の
病
没
状
況
の
記
事
を
以
っ
て
終
っ
て
い
る
。
な
お
、
文
中

ω
t仰
の
ナ
ン
バ
ー
は
、
筆
者
が
便
宜
の
た
め
に
附
し

た
も
の
で
あ
る
Q

(2) 

李
容
九
の
活
動
に
関
し
て
、

理
解
し
が
た
い
一
点
は
、

か
の
韓
国
に
お
け
る
猛
烈
な
排
目
的
雰
囲
気
の
中
で
、

彼
が
何
故
親
日
派
に
転
向

し
、
売
国
奴
の
汚
名
を
受
け
な
が
ら
、
生
命
を
堵
し
て
ま
で
合
邦
を
遂
行
し
た
か
と
い
う
一
点
で
あ
る
。
「
事
略
」
の
内
容
が
こ
の
部
分
に
重

点
を
置
い
て
詳
細
で
あ
る
の
も
、
こ
の
点
を
明
か
に
す
る
意
図
の
下
に
叙
述
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
、
そ
の
要
点
を
摘
記
す
れ
ば
次
の

如
く
で
あ
ろ
う
。

ー
、
東
学
党
の
「
補
国
安
民
」
・
「
民
党
的
済
世
救
民
」
主
義
を
弾
圧
す
る
貴
族
専
制
的
韓
廷
の
極
端
な
腐
敗
政
治
に
対
す
る
李
容
九
の
「
韓
国

の
独
立
自
治
」
に
つ
い
て
の
絶
望
感
、
及
び
彼
自
身
の
闘
争
体
験
か
ら
来
る
韓
廷
為
政
者
層
に
対
す
る
絶
対
不
信
感
。

2
、
民
生
安
定
の
希
求
に
対
す
る
韓
国
の
国
際
的
地
位
の
不
安
定
。
日
露
両
国
の
泥
沼
的
争
奪
戦
場
化
の
回
避
。

3
、
日
清
戦
争
当
時
の
東
学
党
の
排
日
行
動
の
結
果
に
対
す
る
反
省
。
日
露
戦
争
開
始
に
際
し
て
韓
廷
の
弾
圧
に
加
わ
る
日
本
側
の
弾
圧
の
予



想
と
、
東
学
党
潰
滅
の
危
機
の
増
大
回
避
の
必
要
ゐ

4
、
明
治
三
十
四
年
以
後
の
李
容
九
の
来
日
に
よ
る
日
本
の
影
響
む

の
ほ
か
、
日
清
戦
争
後
来
日
し
援
助
を
求
め
つ
つ
あ
る
東
洋
諸
国
の
存
在
、
中
国
の
孫
文
、

実
の
影
響
等
の
結
果
と
し
て
の
親
日
感
の
発
生
ω

す
な
わ
ち
在
日
韓
人
と
の
接
触
か
ら
の
影
響
、
「
大
東
合
邦
論
」
の
影
響

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ポ
シ
セ
の
対
日
救
援
依
頼
の
事

以
上
が
排
日
か
ら
親
日
へ
の
転
向
〈
決
定
的
に
は
三
十
六
年
か
）
ま
で
の
情
況
で
あ
る
が
、
な
お
こ
の
親
日
転
向
の
一
契
機
に
な
っ
た
も
の

に
、
武
田
範
之
の
詩
文
集
「
策
海
鈎
玄
」
所
収
の
「
全
体
準
に
輿
う
る
書
」
が
あ
っ
た
之
さ
れ
て
い
る
＠
こ
れ
は
天
佑
侠
の
一
員
と
し
て
全
浮

準
と
相
知
っ
た
武
田
が
、
そ
の
排
日
の
不
可
を
説
い
た
も
の
で
、
全
路
準
が
東
学
を
奉
じ
、
「
輔
国
安
民
」
を
念
と
し
、
「
衆
思
を
一
に
す
」
る

の
を
賞
揚
し
つ
つ
も
、

一
回
全
路
準
が
「
排
洋
斥
倭
」
、
宇
内
の
大
勢
を
知
ら
ず
、
文
明
の
開
化
を
知
ら
ず
、

日
本
の
韓
国
独
立
扶
持
の
真
意

を
悟
ら
ぬ
こ
と
を
責
め
た
長
文
で
、
文
中
「
以
講
富
強
之
術
以
回
国
家
之
根
本
」
と
韓
国
の
富
強
を
要
請
し
、
「
我
日
民
之
心
宣
唯
不
欲
呑
入

国
乎
、
相
鉱
之
義
気
知
是
也
」
と
い
い
、
「
吾
欲
聴
明
之
士
、
鼓
舞
斯
民
、
使
自
主
独
立
之
、
不
規
其
実
」
と
説
い
て
い
る
。
李
容
九

一
見
を
求
め
、
「
比
書
若
入
僕
手
中
、
韓
国
之
事
、
宣
至
比
境
乎
」
と
嘆
じ
、

の
ち
、

は
範
之
に
こ
の
一
文
の
あ
る
の
を
知
っ
て
、

こ
れ
を
書
潟
し
て

仲
天
教
堂
に
蔵
し
た
。
〈
策
海
鈎
玄
）

李
容
九
の
意
図
す
る
所
は
「
白
国
の
独
立
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
そ
の
親
日
へ
の
転
向

も
、
最
初
は
そ
の
独
立
の
た
め
の
日
本
へ
の
救
援
依
頼
で
あ
っ
た
点
は
、
孫
文
や
ア
ギ
ナ
ル
ド
と
同
様
の
性
格
で
あ
っ
た
と
芳
え
て
よ
い
む
彼

が
京
義
鉄
道
工
事
お
よ
び
輸
送
隊
に
無
償
で
一
進
会
員
か
ら
労
力
を
提
供
し
た
こ
と
も
、

だ
か
ら
こ
の
親
日
へ
の
転
向
当
時
、

一
面
に
は
過
去
の
東
学
党
の
排
日
的
行
動
に
対
す
る

改
陵
的
な
意
志
表
示
で
も
あ
っ
た
が
、
他
面
、
前
文
引
用
の
如
く
、
李
容
九
自
身
、

こ
の
日
露
戦
争
を
、
「
東
洋
平
和
」
の
た
め
で
あ
り
、
ザ
て

の
東
洋
の
平
和
白
体
が
「
我
国
独
立
扶
植
の
大
義
」
と
解
し
た
こ
と
に
よ
る

Q

か
く
考
え
る
と
そ
の
労
力
の
「
無
償
」
・
「
自
弁
」
を
本
来
の
目

的
と
し
た
こ
と
も
、
や
は
り
「
独
立
」
へ
の
志
向
と
関
聯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
＠
「
事
略
」
の
こ
の
項
に
、
彼
等
が
日
本
軍
か
ら
の
日
給

を
静
退
し
た
こ
と
ば
と
し
て
、
「
我
等
非
雇
人
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
ω

学
容
九
の
日
斡
ム
口
邦
迩
勤

（
凶
陪
）



李
容
九
の
日
韓
合
邦
運
動

（
西
尾
〉

四

な
お
と
の
際
の
韓
民
一
進
会
員
の
負
担
額
は
、
犬
東
国
男
「
李
容
九
の
生
涯
」
に
匿
名
で
紹
介
さ
れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
、

延
人
員
推
定
二
十

六
、
七
万
人
、
会
員
自
賛
金
額
一
二
二
、
七

O
四
円
で
あ
る
が
、
内
田
良
平
の
伝
記
「
硬
石
年
譜
」
や
「
日
韓
合
邦
秘
史
」
に
よ
る
と
、
そ
の

金
額
総
計
は
二
五
一
、
三
七
七
円
と
計
算
さ
れ
て
い
る
。

(3) 

一
進
会
の
成
立
は
明
治
三
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
（
「
事
略
」
）
、

そ
の
前
身
は
李
容
九
の
率
い
た
東
学
党
地
方
会
員
の
会
名
た
る
「
進
歩

会
」
と
、
独
立
協
会
系
の
す
ノ
始
痢
宋
乗
峻
ら
の
京
城
を
中
心
に
会
員
か
も
つ
「
維
新
会
」
が
合
流
し
た
も
の
で
、
こ
の
合
流
成
立
に
は
そ
の
前

提
と
し
て
李
容
九
と
宋
乗
峻
の
盟
約
が
あ
り
、
合
併
の
時
に
李
容
九
が
そ
の
会
長
に
推
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
理
解
で
あ
る

Q

し
か
し
こ
の
進
歩
会
お
よ
び
維
新
会
に
つ
い
て
は
そ
の
成
立
に
つ
い
て
も
不
明
な
点
が
多
い
。
大
東
国
男
の
「
李
容
九
の
生
涯
」
で
は
、
単

に
東
学
党
が
李
万
植
（
李
容
九
の
前
名
）
に
ひ
き
い
ら
れ
、
政
治
的
団
体
と
し
て
の
色
彩
を
濃
く
す
る
段
階
で
「
進
歩
会
」
と
称
す
る
に
至
つ

た
と
し
て
い
る
。
ま
た
内
田
の
「
硬
石
年
譜
」
お
よ
び
「
事
略
」
で
は
、
李
容
九
捕
縛
放
免
（
三
十
一
年
四
月
、
「
事
略
」
に
よ
る
）
後
、
威
鏡
、

平
安
・
江
原
各
道
の
東
学
党
員
を
開
拓
し
、
こ
の
時
期
に
東
学
党
の
呼
称
を
改
め
て
、
「
天
道
教
」
と
号
し
た
（
「
年
譜
」
に
よ
る
）
。
そ
し
て

こ
の
天
道
教
徒
が
次
第
に
政
治
団
体
化
し
た
が
、
日
銭
闘
戦
と
同
時
に
季
容
九
は
宋
乗
峻
と
盟
約
し
、
「
十
三
府
の
教
員
に
通
告
し
て
進
歩
会
」

と
称
し
、
「
維
新
会
の
回
大
綱
領
に
附
加
す
る
に
、
日
本
軍
援
助
に
よ
り
攻
守
同
盟
の
実
を
挙
。
く
べ
金
二
項
を
以
っ
て
し
、
断
髪
を
以
っ
て
会

員
の
章
」
と
し
た
。
そ
し
て
「
京
城
に
於
て
は
維
新
会
と
称
し
、
地
方
に
於
て
は
進
歩
会
と
称
し
、
都
叩
呼
応
し
て
互
に
其
の
勢
焔
を
鼓
煽
」

し
た
が
、
其
後
両
者
合
同
し
て
一
進
会
と
改
称
し
た
と
い
う
。
以
上
は
「
年
譜
」
の
説
で
あ
る
が
、
一
方
「
事
略
」
に
よ
る
と
、
一
進
会
の
名

称
は
、
「
維
新
会
」
の
顧
問
的
存
在
で
あ
っ
た
宋
乗
峻
が
、
「
維
新
会
」
を
「
一
進
会
」
と
改
称
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
日
附
は
明

治
三
十
七
年
八
月
十
八
日
に
係
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
一
進
会
」
に
「
進
歩
会
」
が
合
流
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
流
の
日
附
が

三
十
七
年
の
十
二
月
二
十
五
日
だ
、
と
す
る
。
恐
ら
く
こ
の
日
附
を
附
し
て
い
る
「
事
略
」
の
説
が
正
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
後
述
参
照
）



さ
て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
前
述
の
李
容
九
の
い
わ
ゆ
る
「
独
立
」
の
問
題
と
、

「
宋
・
李
の
盟
約
」
と
、
「
一
進
会
の
四
綱
領
」
、

ひ

い
て
は
三
十
八
年
十
一
月
の
「
日
韓
保
護
条
約
」
に
関
す
る
一
進
会
の
宣
言
等
に
見
ら
れ
る
一
進
会
の
性
格
、
及
び
李
容
九
の
意
図
の
推
移
で

あ
る
。「

宋
・
李
の
盟
約
」
は
三
十
七
年
の
い
つ
ご
ろ
か
は
明
か
で
な
い
が
、

に
至
っ
た
動
機
は
、
前
述
の
「
事
略
」

二
月
の
日
露
関
戦
直
後
の
事
と
考
え
ら
れ
る
。

李
が
宋
と
面
会
す
る

孫
乗
烈
の

（
「
年
譜
」
に
よ
れ
ば
親
露
的
計
画
）
、
こ
れ
に
対
し
て
、
既
に
三
十
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
「
親
日
」
へ
転
向
し
た
李
容
九
と
し
て
は
、
こ

の
法
兄
の
行
動
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
渡
日
し
て
孫
に
面
会
し
、
了
解
を
得
た
上
で
こ
れ
を
抑
止
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
そ

の
後
、
帰
韓
し
た
宋
乗
峻
に
面
会
し
盟
約
を
結
ぶ
に
至
る
。
そ
の
会
談
で
彼
が
宋
に
訴
え
た
中
心
点
は
一
、
韓
廷
の
東
学
教
弾
圧
に
対
す
る
怨

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
中
立
会
」

を
中
核
と
す
る
天
道
教
の
排
目
的
内
乱
計
画
で
あ
り

み
、
二
、
百
万
の
会
員
の
生
命
財
産
維
持
の
不
可
能
の
悩
み
、
三
、
成
閥
政
治
の
弊
害
に
対
す
る
全
人
民
救
』
討
の
望
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
救
う

た
め
の
、
時
局
の
平
和
的
安
定
と
韓
国
の
革
新
及
び
文
明
化
で
あ
る
ω

そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
宋
は
李
に
、

「
百
万
教
徒
一
斉
断
髪
」
を
も
っ

て
「
親
日
」
の
血
盟
に
代
え
る
こ
と
を
要
求
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
人
民
生
命
の
保
護
・
天
道
教
の
確
立
・
政
治
の
革
新
へ
の
協
カ
を
約
束

し
た
む宋

乗
峻
は
日
本
名
野
田
平
次
郎
と
称
す
る
程
の
親
日
派
、
第
十
二
師
団
兵
姑
監
、

大
谷
少
将
と
「
関
係
甚
重
」
〈
「
事
略
」
）
と
い
わ
れ
、

ま

た
小
山
憲
兵
隊
長
と
親
交
が
あ
っ
た
（
「
年
譜
」
）

Q

従
来
二
雄
会
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
神
鞭
知
常
の
指
導
に
よ
る
と
い
わ
れ
、
内
田
良
平
白

身
も
「
一
進
会
は
始
め
陸
軍
側
の
援
助
を
以
っ
て
成
立
し
た
る
も
の
な
れ
ば
」
と
も
い
っ
て
お
り

説
」
な
い
し
「
御
用
団
体
説
」
と
な
っ
て
李
容
九
の
運
動
の
本
意
も
消
極
的
評
価
を
蒙
る
結
果
を
来
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
（
後
述
）
。
筆
者
と
し
て
は
一
進
会
は
一
進
会
公
称
宵
万
の
会
員
の
組
織
団
体
で
あ
り
、
幽
霊
団
体
で
は
な
く
、

（
年
譜
）
、
こ
れ
が
一
進
会
の
「
幽
霊
団
体

ま
た
日
本
側
か

ら
の
意
図
だ
け
で
組
織
さ
れ
た
御
用
団
体
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
ω

た
だ
宋
乗
峻
自
身
が
軍
部
と
癒
着
関
係
の
大
き
い
親
日
家
で
あ
る
こ
と

に
は
違
い
な
い
し
、
そ
の
立
場
か
ら
彼
が
組
織
し
た
維
新
会
に
御
用
団
体
的
な
色
彩
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
其
処
に
は
宋
乗
峻
な
り
の
「
韓

学
術
九
の
け
緯
合
邦
一
品
川
山

（凶
υ山
）



本
ナ
作
九
の
日
韓
合
邦
迩
勃

（凶
U
比
）

一一六

国
政
府
革
新
の
計
画
」
（
年
譜
）
あ
っ
て
の
事
で
あ
る
ω

ま
た
そ
の
「
百
万
会
員
」
の
呼
称
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、

た
だ
先
楠
に
お
い

て
は
、
こ
の
「
百
万
」
が
家
族
ぐ
る
み
の
百
万
か
否
か
不
明
と
説
い
た
の
は
誤
り
で
、
内
田
自
身
、
「
会
員
の
み
で
百
万
、
家
族
を
加
算
す
れ

ば
、
全
斡
人
口
の
四
分
の
一
」
と
「
年
譜
」
に
お
い
て
称
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
の
で
こ
こ
に
訂
正
す
る
。

さ
て
こ
の
宋
と
李
の
二
人
の
合
意
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
書
翰
の
抄
録
を
次
に
掲
げ
る
。
そ
れ
は
宋
乗
陵
の
松
石
大
佐
宛
の
も
の
で
、

「
U
韓
外
交
資
料
集
成
5
」
に
所
収
の
文
書
で
あ
り
、
日
附
は
三
十
七
年
十
二
月
三
日
、
ま
さ
に
「
事
略
」
に
い
う
進
歩
会
が
一
進
会
（
も
と

維
新
会
〉
に
合
併
す
る
十
二
月
二
十
五
日
直
前
の
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
宋
と
李
の
盟
約
時
期
の
彼
等
の
心
境
を
直
接
的
に
表
現
し
た
も
の

で
あ
る
。

ハ
前
略
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

御
承
知
／
一
進
会
進
歩
会
ハ
爾
後
益
々
好
況
ヲ
呈
シ
不
相
変
韓
廷
ノ
暴
虐
的
圧
迫
ア
ル
エ
不
拘
地
方
進
歩
会
員
拾
登
高
絵
三
雄
シ

0

0

0

0

0

0

 

仰
モ
一
進
会
進
歩
会
ノ
主
張
グ
ル
袋
品
発
表
候
四
綱
領
即
チ
、
第
一
韓
困
独
立
基
礎
教
固
、

難
林
八
一
極
ヲ
風
隈
ス
ル
正
ニ
指
顧
＝
迫
リ
申
候

第
二
皇
室
尊
厳
維
持
、
第
三
弊
政
改
善
、
第
四
人
民
生
命
財
産
安
園
、
以
上
ノ
四
項
ユ
御
座
候
而
シ
第
一
韓
国
独
立
基
礎
輩
囲
ナ
ル
モ
ノ
現

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

下
世
界
大
勢
ノ
趨
向
上
幣
タ
東
洋
多
端
ノ
現
勢
ニ
処
シ
韓
国
民
克
グ
韓
国
ノ
独
立
ヲ
維
持
シ
得
ル
哉
杏
識
者
ヲ
侯
グ
ス
シ
デ
一
進
会
進
歩
会

0

0

0

0

 

自
ラ
承
知
ス
ル
処
エ
御
座
候
一
進
会
進
歩
会
カ
擁
然
ト
シ
テ
奮
起
セ
シ
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
、
第
一
如
何
－
一
シ
テ
韓
朝
五
百
年
来
ノ
暴
虐
ナ
ル
政

令
ノ
下
ヲ
脱
セ
ジ
欺
、
第
二
如
何
エ
シ
デ
苦
人
ノ
生
市
財
産
安
固
ヲ
図
ラ
ン
欺
、
第
三
如
何
一
一
セ
ハ
他
邦
ノ
軍
事
的
行
動
若
グ
ハ
圧
迫
－
一
ヨ
ル

併
呑
ヲ
免
レ
二
千
万
衆
ヲ
シ
テ
永
遠
ニ
奴
隷
的
境
遇
エ
沈
溺
セ
シ
メ
サ
ル
ヲ
得
ル
敗
、
第
四
如
何
ニ
セ
ハ
二
千
万
衆
ヲ
シ
テ
文
明
－
一
浴
セ
シ

メ
子
々
孫
々
ヲ
シ
テ
永
遠
無
窮
福
祉
ヲ
享
受
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
ル
殿
、
比
四
大
難
閣
ハ
今
哉
韓
国
民
ノ
頭
上
－
一
落
下
シ
若
シ
其
途
ヲ
誤
ル
ア
ラ

シ
欺
其
結
果
ハ
識
者
ヲ
待
グ
ス
シ
テ
明
ナ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候
然
ル
ニ
現
時
ユ
於
ケ
ル
韓
皇
陛
下
及
ヒ
韓
廷
ヲ
囲
鱗
セ
ル
韓
官
ハ
怨
ル
理
想

ヲ
以
テ
行
動
シ
ツ
ツ
ル
ア
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
事
ハ
世
界
各
国
民
ノ
認
識
ス
ル
処
－
一
御
座
候
是
レ
一
進
会
進
歩
会
奮
起
ノ
機
運
ヲ
作
リ
以
テ
比
大

任
ヲ
負
荷
セ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ユ
至
リ
グ
ル
モ
ノ
ニ
候
而
テ
一
一
進
会
進
歩
会
両
会
員
ハ
日
本
政
府
及
ヒ
日
本
国
民
－
一
対
シ
・
：
清
国
征
討
・
：
蕗

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

国
麿
懲
ノ
出
師
－
一
：
・
誠
心
誠
意
感
謝
ス
ル
処
ニ
シ
テ
韓
国
ニ
対
ス
ル
日
本
ノ
最
大
権
域
ヲ
認
ム
ル
而
巳
ナ
ラ
ス
自
ラ
進
テ
：
・
日
本
皇
帝
陛
下



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ノ
御
聖
徳
＝
浴
シ
以
テ
東
洋
平
和
ノ
保
障
ト
ナ
リ
若
シ
将
来
東
洋
平
和
ヲ
破
ラ
シ
ト
シ
・
：
グ
ル
モ
ノ
ア
ラ
シ
欺
進
テ
君
ノ
御
馬
前
エ
弊
レ
ン

0

0

0

0

0

0

0

 

事
ヲ
決
心
致
居
候
是
レ
時
局
ヲ
済
シ
韓
国
民
ヲ
シ
テ
永
遠
－
一
福
祉
ヲ
享
受
セ
シ
ム
ル
唯
一
ノ
経
路
ハ
他
ニ
ア
ラ
サ
ル
事
ヲ
自
覚
罷
在
候
結
果

O

D

 

－
一
御
座
候
故
－
二
進
進
歩
両
会
ユ
オ
ケ
ル
有
識
者
ノ
主
張
目
的
ハ
、
韓
国
ノ
内
治
外
交
ヲ
日
本
政
府
ユ
一
任
シ
内
治
ノ
刷
新
ト
外
交
ノ
伸
張

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ヲ
凶
ラ
レ
韓
国
民
ヲ
シ
テ
日
本
臣
民
ト
等
シ
グ
待
遇
セ
ラ
レ
韓
国
民
ノ
子
弟
ヲ
シ
テ
教
育
シ
以
テ
文
明
ノ
学
術
ト
共
－
一
日
本
語
ノ
普
及
ヲ
図

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ラ
レ
以
テ
韓
国
民
ヲ
シ
テ
自
立
ノ
民
グ
ラ
シ
メ
ラ
レ
シ
事
ヲ
期
ス
ω

比
主
張
目
的
ヲ
韓
民
自
ラ
進
シ
テ
日
本
政
府
ニ
要
請
セ
シ
ト
欲
ス
ル
モ

ノ
是
レ
一
進
進
歩
両
会
ノ
真
髄
ニ
御
座
候
・
：
韓
国
民
ハ
日
本
人
ノ
思
惟
ス
ル
如
キ
無
気
概
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
無
御
座
候
其
龍
左
ハ
、
一
断
髪
ハ
・
：

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

犯
ス
ア
ラ
ハ
斬
首
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
ル
ル
－
ニ
小
拘
当
初
一
進
会
員
数
百
人
一
併
断
髪
シ
グ
ル
モ
ノ
之
レ
互
ニ
死
ヲ
決
シ
目
的
遂
行
ノ
誓
約
ヲ
表

O

O

G

O

O

 

－
不
シ
グ
ル
モ
ノ
不
言
ノ
聞
大
エ
真
意
ア
ル
モ
ノ
ニ
御
座
候
而
テ
今
哉
比
誓
約
ノ
下
エ
結
党
セ
シ
モ
ノ
拾
笠
岡
蝕
－
一
途
シ
申
候
ω

ニ
京
義
鉄
道

沿
線
グ
ル
黄
海
平
安
両
道
ノ
進
歩
会
員
ハ
：
・
該
鉄
路
ニ
要
ス
ル
労
働
ニ
対
シ
無
償
労
働
－
一
服
セ
ン
事
ヲ
・
：
要
請
セ
リ
・
：
む
三
戚
鏡
道
ニ
於
ケ

。

ル
進
歩
会
員
ハ
・
：
附
重
ノ
任
務
ヲ
負
担
：
・
要
請
：
L
凶
京
元
鉄
路
御
着
手
ノ
暁
ハ
京
畿
江
原
戚
鋭
三
道
ノ
進
歩
会
員
ハ
之
カ
労
働
エ
服
シ
労

0

0

0

0

0

0

0

0

D

O

D

O

 

銀
ハ
是
又
軍
事
費
ニ
献
納
可
致
候
。
以
上
ノ
事
実
ハ
・
：
日
本
人
ノ
殊
一
一
意
外
ト
セ
ラ
ル
ル
処
：
・
ト
存
候
元
来
韓
国
民
ノ
眼
ニ
映
シ
グ
ル
日
本

。
人
ナ
ル
モ
ノ
モ
忌
惜
ナ
グ
申
候
得
ハ
左
ノ
如
グ
ニ
候
拙
者
ハ
将
来
ノ
グ
メ
腹
蔵
ナ
グ
申
上
候
。
一
日
本
人
ハ
反
覆
無
常
無
信
義
ノ
士
ナ
リ
、

一
一
日
本
人
ハ
不
正
ノ
金
銭
－
一
ヨ
リ
左
右
セ
ラ
ル
ル
ノ
土
ナ
リ
、
三
日
本
人
ハ
官
ト
ナ
グ
商
ト
ナ
グ
唯
々
鉄
拳
ヲ
加
フ
ル
ヲ
以
テ
無
上
ノ
権
力

（
日
本
人
ト
交
際
ヲ
好
ム
モ
ノ
ハ
）
政
権
争
奪
－
一
狂
奔
ス
ル
韓
官
雑
議
連
カ
白
ノ
勢
力

維
持
・
：
不
正
ナ
ル
方
法
－
一
ヨ
リ
金
銭
上
関
係
ス
ル
欺
若
グ
ハ
下
等
社
会
而
己
エ
シ
テ
多
少
志
ア
ル
中
等
以
上
ノ
韓
国
民
ハ
在
留
日
本
人
ト
交

。。

際
ス
ル
ヲ
以
テ
大
ナ
ル
恥
辱
ト
致
候
・
：
其
班
由
ノ
概
要
ハ
一
金
五
均
氏
等
ノ
改
革
運
動
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
竹
添
公
使
ノ
行
動
、

ヲ
示
ス
モ
ノ
ト
信
ス
ル
野
蛮
性
ノ
モ
ノ
ナ
リ
、
故
－
一

一
東
学
党
蜂
起

ノ
動
力
グ
リ
シ
日
本
人
及
ヒ
日
本
代
表
者
ノ
行
動
ヨ
リ
延
テ
日
本
政
府
最
後
ノ
処
置
、

出
加
藤
両
顧
問
ノ
指
導
誘
披
＝
ヨ
リ
韓
廷
ハ
益
々
暗
黒
化
シ
グ
ル
事
実
、
一
日
本
公
使
館
員
カ
恒
ニ
宮
廷
ヨ
リ
賂
ル
軽
重
－
一
ヨ
リ
左
右
セ
ラ

レ
ツ
ツ
ア
ル
事
実
、
一
井
上
角
五
郎
大
江
卓
大
三
輪
長
兵
衛
牛
場
卓
球
其
他
数
顧
問
ハ
何
レ
モ
其
行
動
ニ
徴
ス
ル
ユ
信
義
ア
ル
ノ
土
ニ
ア
ラ

一
万
民
公
同
会
ユ
於
ケ
ル
加
藤
公
使
ノ
行
動
、

野

山
九
十
d

’
バ
ん
の

U
枠
合
邦
巡
動
（
川
地
）

’じ



字
山
廿
九
の
臼
総
合
川
辺
助

（
内
出
）

J¥.. 

ス
シ
テ
金
銭
ノ
奴
隷
グ
リ
シ
事
実
、

一
今
回
一
進
会
組
織
ノ
当
初
林
公
使
萩
原
書
記
官
ハ
共
＝
煽
動
的
態
度
ナ
リ
シ
品
不
拘
中
途
一
変
某
々

八
宮
廷
ヨ
リ
数
万
円
ノ
解
散
料
ヲ
玄
瑛
運
ヲ
介
シ
テ
着
服
シ
尚
ホ
一
進
会
解
散
保
詮
ノ
下
ニ
公
然
大
東
倶
楽
部
資
金
ト
シ
テ
韓
自
主
ヨ
リ
三
万

円
寄
附
セ
シ
メ
将
グ
日
本
ニ
於
テ
モ
批
難
ノ
戸
ア
ル
荒
蕪
地
問
題
ヲ
一
進
会
解
散
ト
交
換
問
題
ト
シ
テ
韓
国
ヲ
威
迫
シ
グ
ル
カ
如
キ
之
レ
決

一
在
留
日
本
商
人
一
一
対
ス
ル
韓
国
民
ノ
感
情
ヲ
察
ス
ル
品
ハ
日
本
商
店
が
輸
出
商
若
グ
ハ
高
利
貸

シ
テ
信
義
ア
ル
行
動
ト
認
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、

業
又
ハ
日
本
人
向
諸
商
店
ナ
ル
ニ
反
シ
支
那
商
店
ハ
何
レ
モ
輸
入
商
品
シ
テ
韓
人
向
商
店
ナ
ル
ヨ
リ
考
察
セ
ハ
其
一
般
ヲ
知
ル
ヲ
得
。
従
来

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

日
本
人
ノ
無
信
義
ナ
ル
行
動
－
一
ヨ
リ
血
ア
リ
涙
ア
ル
韓
土
数
千
名
ハ
毒
刃
ノ
下
エ
轄
レ
候
而
己
ナ
ラ
ス
韓
国
ノ
弊
政
ハ
日
本
ノ
反
覆
無
常
ナ

ル
政
策
及
ヒ
手
段
－
一
ヨ
リ
馴
致
シ
グ
ル
モ
ノ
多
々
有
之
候
之
レ
韓
国
ノ
表
面
而
己
ヲ
知
得
セ
ル
朝
鮮
通
臼
本
人
ノ
誤
ラ
シ
メ
グ
ル
事
蹟
－
一
御

0

0

0

0

0

 

座
候
。
然
ル
エ
日
本
ノ
民
論
ナ
ル
モ
ノ
ノ
大
ニ
尊
重
ス
ヘ
キ
モ
ノ
グ
ル
事
ハ
民
論
ハ
遂
ニ
政
府
ヲ
シ
テ
日
露
関
戦
－
一
至
ラ
シ
メ
ダ
ル
事
蹟
－
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

照
γ
韓
国
有
識
者
ノ
大
ユ
感
得
セ
シ
処
エ
御
座
候
而
テ
日
露
戦
役
ノ
結
果
日
本
カ
韓
国
ヲ
シ
テ
現
状
ヲ
維
持
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
事

ハ
是
レ
将
グ
韓
国
有
識
者
ノ
感
得
セ
ル
処
－
一
候
然
レ
ト
モ
韓
国
ノ
政
権
ヲ
李
氏
及
ヒ
・
：
韓
官
雑
輩
エ
托
シ
日
本
政
府
・
：
懐
柔
手
段
ヲ
芽
ス
ル

一
一
於
テ
ハ
：
・
日
本
民
論
ノ
黙
認
セ
サ
ル
処
ト
ナ
リ
・
：
其
結
果
ハ
韓
国
民
ヲ
シ
テ
台
湾
ノ
民
ト
均
シ
キ
境
遇
：
・
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ハ
：
・
之
レ
韓
国

民
ノ
耐
エ
忍
フ
能
ハ
サ
ル
而
己
ナ
ラ
ス
圧
迫
ノ
結
果
話
ル
現
象
ヲ
生
セ
ハ
陽
ニ
従
フ
ト
雄
モ
陰
エ
反
ス
デ
ウ
現
実
ヲ
呈
シ
百
世
ノ
禍
根
グ
ル

ハ
是
将
予
想
ス
ル
処
＝
一
候
故
ニ
一
刊
百
世
ノ
禍
根
ヲ
一
掃
シ
悼
東
洋
ノ
将
来
一
二
刈
シ
最
善
策
ト
シ
テ
伺
日
本
ノ
対
韓
政
策
ノ
真
意
ト
契
合
シ
同

韓
民
永
遠
福
祉
享
受
最
良
策
ト
シ
テ
掌
上
主
張
目
的
ヲ
貫
徹
セ
シ
事
一
二
進
会
進
歩
会
ハ
熱
中
致
居
候
若
シ
・
：
日
本
政
府
：
・
同
意
セ
サ
ル
ア

3

0

0

0

0

0

 

ル
モ
日
本
ル
民
論
ハ
必
ス
韓
国
ノ
民
論
一
一
賛
成
同
情
ヲ
表
シ
日
本
政
府
ニ
要
請
ス
ル
ュ
至
ル
ハ
韓
国
有
識
者
ノ
深
グ
信
シ
テ
疑
ハ
サ
ル
処

之
レ
：
・
会
員
確
信
ノ
堅
固
ナ
ル
ト
同
時
一
一
基
礎
翠
固
ナ
ル
所
以
エ
御
座
候
。
民
カ
ユ
伝
開
ス
ル
処
品
ヨ
レ
＝
日
本
外
務
省
ハ
：
・
一
進
会
進
歩

会
ヲ
以
テ
暴
徒
一
ニ
陳
シ
正
ニ
鉄
槌
ヲ
加
ヘ
ン
ト
ス
ル
ト
ノ
説
ア
リ
若
シ
信
ナ
リ
ト
セ
ハ
日
韓
均
グ
国
民
ヲ
轟
ス
ル
モ
ノ
ハ
政
府
－
一
御
座
候
万

一
日
本
政
府
及
ヒ
日
本
国
民
一
一
シ
テ
一
進
会
進
歩
会
ノ
主
張
目
的
－
二
賛
成
同
情
ヲ
不
表
反
テ
暴
逆
ナ
ル
韓
廷
ヲ
助
ケ
：
・
シ
ト
欲
ス
ル
ニ
於
テ
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0

0

0

0

0
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0
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0

0

 

ハ
韓
朝
一
一
離
叛
セ
ル
韓
国
民
ハ
不
得
巴
日
本
ニ
モ
離
叛
シ
・
：
英
ナ
リ
米
ナ
リ
独
ナ
リ
仏
ナ
リ
脊
ヲ
助
ル
モ
ノ
ニ
救
援
ヲ
求
メ
可
申
候
：
・
各
国



ハ
人
道
上
決
シ
テ
無
視
セ
サ
ル
ヘ
キ
ハ
吾
人
ノ
信
シ
テ
疑
ハ
サ
ル
処
・
：
泣
シ
悠
ル
現
実
ヲ
呈
ス
ル
モ
ノ
ア
ラ
ハ
之
レ
韓
国
民
ノ
罪
ニ
ア
ラ
ス

γ
テ
日
本
政
府
及
ヒ
日
本
国
民
自
ラ
求
メ
将
グ
促
ス
ノ
結
果
－
一
御
座
候
ω

：
・
掌
上
主
張
目
的
ハ
必
ス
実
行
仕
候
万
一
相
背
キ
候
ト
キ
ハ
不
肖

宋
乗
駿
腐

q
首
ニ
候
モ
閣
下
－
一
献
上
可
致
供
血
ア
リ
涙
ア
ル
閣
下
吾
二
千
万
衆
ノ
衷
情
御
推
察
被
下
度
候
。
勿
々
頓
首
。

こ
の
書
翰
は
極
め
て
興
味
の
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
思
い
当
る
点
が
多
い
。
い
ま
順
序
を
か
ま
わ
ず
、
そ
の
思
い
当
る
点
を
挙
げ
て

見
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

ω日
韓
合
邦
運
動
は
李
容
九
と
内
田
良
平
が
三
十
九
年
十
月
初
め
会
見
し
て
の
ち
開
始
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
構
想
は

既
に
三
十
七
年
二
、
三
月
頃
の
宋
・
李
盟
約
の
時
に
専
ら
彼
ら
の
側
に
お
い
て
意
図
せ
ら
れ
、

宋
乗
峻
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
は
従
来
注
目
さ
れ
て
い
な
い
点
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
か
も
そ
の
意
図
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
む
し
ろ

伸
文
中
、

「
一
進
会
進
歩
会
」
と
並
立
的
字
句
が
た
び
た
び
く
り
返
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

十
八
年
十
二
月
二
日
現
在
で
は
、

両
派
の
合
併
以
前
に
宋
側
が
既
に
一
進
会
と
称
し
て
い
た
事
が
明
白
に
一
不
さ
れ
て
い
る
こ
と
ω

明
従
来
合
邦
に
つ
い
て
疑
問
点
の
一
つ
は
、
韓
国
側
の
宋
・
李
に
何
故
過
去
に
お
け
る
日
本
の
対
韓
政
策
に
不
信
感
が
な
い
の
か
と
い
う
点

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
文
中
痛
烈
な
臼
木
人
、
殊
に
日
本
政
府
政
策
や
外
交
官
僚
批
判
が
述
べ
ら
れ
、
宋
乗
峻
が
単
な
る
無
批
判
的
な
附
日
家
で

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と

Q

ωし
か
も
彼
等
の
い
わ
ゆ
る
合
邦
意
図
に
つ
い
て
、
以
上
の
「
日
本
人
観
」
を
克
服
さ
せ
て
い
る
点
は
何
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
日
本
政
府
へ

の
信
頼
で
な
く
て
、
「
巳
本
の
民
論
」
で
あ
り
、
「
韓
国
の
民
論
」
に
対
す
る
「
日
本
の
民
論
」
の
相
互
信
頼
が
合
邦
目
的
の
た
め
に
強
調
さ
れ

て
い
る
点
に
、
明
治
期
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
自
由
民
権
的
共
通
感
情
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
即
ち
そ
れ
を
日
本
側
に
お
い
て
見
た
場
合
幸
徳
松

水
の
「
与
露
国
社
会
党
書
」
や
大
井
の
大
阪
事
件
、
孫
文
・
ア
ギ
ナ
ル
ド
な
ど
に
対
す
る
日
本
民
間
有
志
の
民
間
外
交
的
援
助
に
見
ら
れ
る
民

間
相
互
の
有
志
の
盟
約
的
行
実
に
ひ
と
し
い
性
質
の
も
の
で
、
韓
国
も
ま
た
そ
れ
を
希
望
し
て
い
る
こ
と

Q

的
そ
し
て
そ
れ
は
ア
ジ
ア
の
近
代
化
の
曙
光
期
に
お
け
る
反
ア
ジ
ア
的
専
制
体
制
的
「
白
由
民
権
的
志
向
」
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本

本
十
容
九
の
日
付
A
U

郎

迎

効

（
四
日
山
）
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。

来
こ
の
「
自
由
民
権
」
は
民
族
独
立
と
解
放
の
た
め
の
「
国
権
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
ザ
ズ
ム
」
の
一
面
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
独
立
」
要
求
が
表
聞

の
課
題
と
な
る
こ
と
は
、
孫
文
の
場
合
で
も
、

ア
ギ
ナ
ル
ド
の
場
合
に
も
明
確
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
韓
困
の
場
合
に
限
っ
て
究
局
的
に

や
は
り
韓
国
に
伝
統
的
な
「
事
大
思
想
」
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
と

「ムロ

邦
」
へ
の
志
向
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
複
雑
な
諸
条
件
は
別
と
し
て
、

考
え
ら
れ
る
こ
と
。
つ
ま
り
合
邦
運
動
は
や
は
り
韓
国
的
な
事
大
思
想
の
一
表
現
と
い
う
一
面
が
あ
る
こ
と

Q

ば
、
英
か
・
仏
・
独
・
米
に
依
頼
す
る
と
い
う
表
現
に
も
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
ω

日
本
に
依
頼
す
る
の
で
な
け
れ

く
例
以
上
の
観
点
に
立
つ
時
、
李
容
九
の
意
図
し
た
本
来
的
な
「
独
立
自
主
」
観
は
急
速
に
変
貌
し
、
そ
れ
は
端
的
な
「
独
立
自
主
」
で
は
な

一
応
「
合
邦
時
代
」
を
目
的
と
し
、
こ
の
合
邦
期
間
に
よ
る
日
本
側
の
韓
国
独
立
援
助
の
結
果
と
し
て
、
本
来
の
「
独
立
」
を
達
成
す
る

と
い
う
意
味
と
な
っ
て
い
る
こ
と
ν

明
「
合
邦
構
想
」
は
こ
の
時
点
に
殆
ん
ど
確
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
の
ち
四
十
二
年
十
二
月
の
「
合
邦
上
奏
文
」
な
ど
の
建
議
書
ま
で
に
至

る
、
李
容
九
た
ち
の
一
連
の
思
想
と
大
差
が
な
い
こ
と
。

制
最
後
に
こ
の
一
文
は
宋
と
日
本
軍
部
関
係
の
親
密
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
ω

こ
の
時
期
に
お
い
て
、
対
韓
政
策
に
は
、
日
本
側
軍
部
と
外

務
省
筋
の
聞
に
か
な
り
の
対
立
関
係
が
あ
り
、
一
進
会
が
外
務
関
係
、
し
た
が
っ
て
伊
藤
博
文
か
ら
信
用
さ
れ
耀
く
、
却
っ
て
山
県
や
桂
の
線

に
の
り
か
へ
て
、
は
じ
め
て
合
邦
運
動
が
成
功
し
た
と
い
う
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
る
こ
と
。
な
ど
で
あ
ろ
う
、
な
お
書
翰
に
附
し
た
圏
点
は

筆
者
の
附
記
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。(4) 

こ
の
宋
乗
唆
の
章
一
日
翰
に
は
ま
だ
「
合
邦
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
ω

彼
等
両
人
が
そ
の
盟
約
に
よ
っ
て
確
立
し
た
意
図
は
、
内
田
良
平

と
李
容
九
が
相
提
携
し
た
段
階
で
「
臼
韓
合
邦
」
と
い
う
名
称
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
会
見
は
明
治
三
十
九
年
十
月
一
日
か
二
日
か

で
あ
り
、
内
田
の
一
進
会
顧
問
就
任
は
十
月
四
日
、
そ
し
て
李
容
九
が
、
内
田
の
い
わ
ゆ
る
「
一
進
会
の
起
請
文
」
と
称
す
る
も
の
を
内
田
に



書
き
送
っ
た
の
が
十
月
九
日
で
あ
る
。
そ
の
「
起
詰
文
」
の
全
文
は
次
的
如
く
で
あ
る
。
（
「
年
諾
」
）

敬
啓
者
、
夫
現
今
論
世
界
形
勢
者
、
日
西
勢
東
漸
、
亜
洲
団
合
、
可
以
防
洪
水
之
決
堤
、
勿
論
智
愚
託
称
川
々
之
説
。
市
至
若
我
韓
之
於

貴
園
、
車
輪
之
相
輔
、
唇
歯
之
相
依
ω

所
以
頃
年
丹
方
氏
之
著
大
東
合
邦
論
、
意
宣
徒
然
哉
。
鳴
呼
東
亜
幅
園
、
酔
夢
尚
酎
、
何
幸
貴
国
能

作
頚
破
之
砥
柱
、
揚
滑
激
濁
仲
大
義
於
宇
宙
、
覇
権
於
東
洋
、
懲
暴
済
弱
、
徳
義
並
照
。
以
若
先
生
之
高
名
、
統
察
時
局
、
賓
辞
弊
邦
。
一
世

情
所
持
一
望
者
、
関
脇
啓
宗
、
指
導
其
文
明
、
発
連
振
興
其
殖
産
冨
源
、
扶
植
民
党
、
改
善
政
治
。
寅
弊
両
国
、
併
心
合
力
、
則
鷲
職
不
敢
市

下
、
東
洋
従
以
総
支
な
〈
＠
願
先
生
勿
以
人
微
而
辺
菜
之
、
澄
神
採
納
而
主
張
、
則
両
国
之
幸
也
。
激
切
祈
懇
之
車
、
惟
希
統
一
話
。

長
李
容
九
敬
白

一
進
会
会

内
田
と
李
容
九
の
聞
に
、
樽
井
藤
吉
の
「
大
東
合
邦
論
」
が
介
在
し
、
そ
の
媒
体
に
よ
っ
て
両
者
の
盟
約
が
果
さ
れ
た
事
は
既
に
周
知
の
事

で
あ
ろ
う
。
内
田
良
一
や
も
ま
た
こ
の
顧
問
時
代
に
は
し
き
り
に
「
聯
邦
」
の
語
を
用
い
て
い
る

Q

「
大
東
合
邦
論
」
に
お
い
て
も
「
合
邦
」
と

は
「
万
国
公
法
」
上
の
各
務
の
聯
邦
形
態
の
一
種
と
考
え
得
べ
き
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
、
内
田
と
し
て
は
「
聯
邦
」
の
語
を
用
い

例
へ
ば
「
年
譜
」
第
二
巻
三
六
枚
に
「
乗
峻
も
亦
日
韓
の
聯
合
は
国
民
の
利
益
云
々
」
、

の
項
に
「
日
韓
聯
邦
を
速
成
せ
し
め
、
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
所
以
を
説
け
り
」
、
五
九
枚
の
李
容
九
と
の
対
談
の
項
に
「
不
肖
日
く
幸
に
し
て
聯
邦

成
り
免
税
も
亦
行
は
る
る
を
得
ぱ
云
々
」
等
の
如
く
で
あ
る

Q

そ
し
て
こ
の
李
の
い
わ
ゆ
る
合
邦
、
内
田
の
い
わ
ゆ
る
聯
邦
と
は
具
体
的
に
ど

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
九
枚
の
杉
山
茂
丸
へ
の
報
告

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
大
意
が
両
者
共
に
樽
井
の
説
に
お
い
て
一
致
し
た
と
す
れ
ば
、
少
な
く
も
そ
の
聯
邦
の
条
件
と
し
て
は
、

ω両
国
の
皇
室
は
存
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
両
国
民
か
ら
尊
奉
さ
れ
る
、
凶
両
国
民
は
合
邦
政
治
に
対
し
て
平
等
に
参
与
す
る
、
制
両
国
の
自
主
自

し
か
し
樽
井
の
説
は
明
治
二
十
六
年
以
前
の
現
実
に
対
し
て
思
考
さ
れ
た
抽

治
権
は
平
等
に
維
持
せ
ら
れ
る
、
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

象
案
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
一
二
十
九
年
保
護
条
約
成
立
と
統
監
政
治
開
始
後
の
現
実
に
適
応
し
得
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

対
す
る
李
容
九
の
内
田
に
対
す
る
申
入
れ
の
案
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
む
即
ち
「
硬
右
年
譜
」
に
よ
れ
ば

今
李
容
九
の
策
す
る
所
は
日
く
、
韓
の
民
衆
を
済
ふ
に
は
唯
一
策
あ
る
の
み
、
今
一
進
会
内
閣
を
組
織
し
、
心
を
統
監
府
に
裁
せ
、

以
て

十
字
容
九
の
日
俳
人
U

邦

迎

劫
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山
九
十
容
九
の
日
枠
合
邦
迎
動

（
四
尼
）

漸
次
革
弊
す
る
こ
と
上
策
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
今
よ
伎
に
あ
れ
ば
市
新
の
効
果
は
決
し
て
収
む
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
火
を
観
る
よ
り
も
明
な

り
。
故
に
以
て
上
策
と
す
べ
き
に
あ
ら
、
ず
と
雄
も
、
今
上
を
廃
し
奉
り
て
日
韓
聯
邦
を
組
織
し
、
以
て
抜
本
の
革
弊
を
な
す
こ
と
下
策
た
り

と
錐
も
寧
ろ
上
策
た
ら
ん

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
上
掲
合
邦
条
件
の
に
ノ
ち
、

ωは
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
制
及
び
ゆ
に
つ
い
て
は
天
皇
に
直
属
す
る
統
監
府
の
下
に

－
進
会
内
閣
を
お
き
、
と
れ
を
韓
国
政
権
の
自
治
主
体
と
し
て
、
韓
国
民
の
政
治
参
加
が
行
わ
れ
る
か
、
或
は
日
本
の
国
会
に
韓
民
代
議
士
の

参
加
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韓
国
の
自
治
が
果
さ
れ
る
か
の
何
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

の
ち
総
督
府
時
代
に
入
っ
て
内
田
が
旧

一
進
会
員
の
要
求
に
よ
っ
て
「
朝
鮮
の
内
政
自
治
」
を
国
会
に
要
求
し
た
場
合
の
形
態
は
前
者
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
李
容
九
自
身
の
希
望
案
も
、
日
本
政
府
の
韓
国
に
対
す
る
強
硬
な
保
護
国
政
策
の
前
に
、
現
実
の
形
と
し
て
は
後
退
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
終
に
は
無
条
件
で
の
「
合
邦
」
を
内
田
に
対
し
て
も
応
諾
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
最
後
的
な
形
態
は
例
え
ば

「
上
統
位
書
」
に
い
う
よ
う
に
「
唯
倣
皇
室
の
尊
栄
万
世
な
ら
ん
こ
と
を
懐
う
の
み
、
臼
く
唯
だ
民
世
福
利
の
一
等
国
列
に
超
入
せ
ん
こ
と
を

望
む
の
み
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
＠
だ
が
こ
こ
に
至
る
李
容
九
の
心
境
、
そ
の
も
の
は
決
し
て
単
純
な
も
の
で
な
い
。
そ
の
こ
と
は
韓
王
朝
の

苛
政
に
対
す
る
従
来
の
彼
の
絶
望
感
か
ら
転
じ
て
、
今
や
彼
が
「
皇
室
の
尊
栄
万
世
な
ら
ん
と
こ
と
」
を
願
う
に
至
っ
て
い
る
心
境
の
変
化
に

も
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
役
に
と
っ
て
こ
れ
は
一
種
の
自
己
矛
盾
で
も
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
「
合
邦
」
決
意
と
同
時
に
、
韓
皇
室
は
今
や
彼
に

と
っ
て
「
韓
民
族
の
象
徴
」
で
あ
り
「
韓
民
族
の
あ
か
し
」
に
転
ず
る
じ
李
容
九
が
「
合
邦
」
に
決
意
し
た
要
閃
は
例
示
す
れ
ば
限
り
が
な
い

そ
れ
は
明
治
四
十
二
年
十
二
月
の
「
上
統
盟
書
」
・
「
上
総
理
審
」
・
「
上
皇
帝
書
」
、
及
び
「
日
韓
合
邦
声
明
書
」
を
分
析
す
れ
ば
明
か
で

カミあ
る
か
ら
こ
こ
に
改
め
て
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

の
作
に
な
る
「
竹
洞
夜
話
記
」
が
あ
る

の
で
主
要
箇
所
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
析
出
困
難
な
彼
の
心
境
を
ほ
ぼ
伝
え
て
い
る
も
の
に
範
之

（
「
銃
海
鈎
言
」
所
収
Y
そ
れ
は
か
の
「
戸
明
書
」
草
稿
作
成
の
直
前
の
心
境
と
し
て
考
え
る
べ
き
も

（
前
略
）

一
客
又
進
同
日
、
合
邦
之
議
一
出
、
人
各
異
弁
、
願
得
間
五
宗
、
敢
問
政
合
邦
者
何
義
也
。
先
生
日
義
ロ
哉
問
也
、
夫
今
時
国



際
公
法
、
猶
古
者
春
秋
義
例
也
。
欧
洲
列
国
、
有
同
其
君
而
異
其
政
、
例
為
君
合
国
。
有
異
其
君
而
同
其
政
、
例
為
政
合
邦
。
有
異
其
君
、

異
其
政
、
而
同
其
大
権
、
例
為
聯
邦
。
今
以
韓
合
目
、
無
一
於
此
也
。
以
保
護
国
、
合
子
宗
主
国
、
無
有
適
例
。
故
今
謂
政
合
邦
、
非
馨
例

於
欧
人
所
定
公
法
也
。
悪
彼
動
報
言
廃
皇
、
故
以
政
字
立
防
也
。
又
実
挙
政
権
、
合
宗
主
国
也
。
客
自
然
則
宗
主
国
、
将
何
以
視
之
乎
。
先

生
日
宗
主
国
有
三
説
、
日
現
状
日
委
任
日
合
併
。
現
状
者
、
保
護
以
推
選
也
。
葦
統
監
官
僚
之
所
荷
安
、
市
我
民
族
之
所
漸
減
也
。
委
任
者

委
釦
而
白
伐
也
。
合
併
者
君
逐
民
奴
也
。
而
我
宗
主
国
戎
当
取
子
合
併
而
己
＠
盛
客
失
品
目
色
、
田
知
我
皇
何
、
日
如
我
民
何
。
先
生
晒
目
、

白
彼
先
之
、
白
名
為
合
併
、
自
我
先
之
、
自
称
合
邦
、
其
合
也
一
而
己
怠
〈
＠
然
合
心
之
合
週
異
強
手
之
合
、
匪
冠
而
婚
犠
也
。
我
宗
主
国
天

皇
陛
下
之
弟
視
我
天
陛
、
而
嬰
撫
我
蒼
生
、
政
治
機
関
亦
必
適
其
材
、
而
不
筒
其
人
、
以
必
得
譜
一
一
家
之
批
也
、
明
突
。
此
宣
非
我
党
之
所

冒
刃
而
請
願
乎
。
諸
君
請
努
力
哉
。
座
客
皆
悦
、
知
天
命
之
有
所
当
然
。
（
下
略
）

当
時
の
李
や
宋
の
側
か
ら
の
文
書
類
は
武
田
笥
之
の
手
に
よ
っ
て
作
製
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
竹
洞
夜
話
記
自
体
、
李
容
九
の
意

見
の
代
筆
で
、
そ
の
製
作
動
機
は
そ
の
「
前
文
」
に
よ
れ
ば
「
最
初
合
邦
声
明
書
を
草
す
る
に
当
っ
て
は
、
『
政
合
邦
』
と
称
し
た
。
武
田
は

李
に
対
し
て
、
こ
の
「
政
」
の
字
が
国
際
公
法
よ
の
議
論
を
生
ず
る
恐
れ
あ
り
と
忠
告
し
た
が
、
李
と
し
て
は
、
こ
の
書
が
韓
民
向
け
の
文
書

で
あ
り
、
人
心
を
こ
の
「
政
」
の
字
の
添
加
に
よ
っ
て
暖
和
す
る
手
段
と
し
て
加
え
た
と
い
う
の
で
、
範
之
も
こ
れ
に
従
っ
た
が
、
発
表
後
や

は
り
日
本
人
記
者
団
の
攻
撃
材
料
と
な
る
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
、
日
韓
両
国
人
の
誤
解
を
残
さ
ぬ
た
め
に
こ
の
『
竹
洞
夜
話
記
』
が
書
か
れ

た
」
と
い
う
。
し
か
し
「
政
」
の
字
に
対
す
る
李
容
九
の
固
執
は
単
に
彼
が
会
員
説
得
上
の
便
宜
に
あ
ら
ず
し
て
、
却
っ
て
彼
の
最
後
の
願
望

の
焦
点
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
日
本
政
府
の
従
来
の
対
韓
政
策
に
「
合
併
必
至
」
を
見
て
取
っ
た
。
こ
れ
が
彼
の
最
大
の
合
邦
運
動
の

原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
日
本
政
府
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
場
合
の
「
合
併
」
が
植
民
地
支
配
を
意
味
し
、
韓
民
の
「
奴
隷
化
」
を
意

味
す
る
と
考
え
た
。
そ
れ
故
に
こ
そ
韓
民
側
か
ら
の
「
自
発
的
な
合
併
」
即
ち
彼
等
の
「
合
邦
」
の
運
動
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

「
自
発
的
」
・
「
自
主
的
」
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
奴
隷
化
の
条
件
を
少
し
で
も
緩
和
し
よ
う
と
し
た
。
「
韓
国
社
棋
の
存
続
」
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
の
点
が
李
容
九
の
行
動
の
中
核
的
問
題
で
為
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
保
護
国
の
併
合
例
が
国
際
公
法
上
異
例
で
あ
る
と
知
り
な
が

李

容

九

の

日

韓

合

邦

運

動

（
凶
日
用
）
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ち
、
そ
の
公
法
上
の
「
政
合
邦
」
の
例
に
準
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
政
府
に
対
し
て
、
彼
等
の
意
図
す
る
「
聯
邦
」
的
な
「
異
君
同
政
」

し
か
し
こ
の
「
異
君
間
政
的
聯
邦
制
」
は
た
と
え
武
田
範
之
に
対
し
て
も
、
李
の
側
か
ら
は

の
要
求
を
明
示
し
た
い
と
欲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
一
一
口
い
得
な
い
点
で
あ
る
。
四
十
三
年
一
月
十
一
日
附
の
武
田
か
ら
宋
乗
峻
宛
の
書
状
中

会
長
（
李
〉
日
若
不
聴
於
合
邦
、
而
必
欲
以
異
族
待
我
、
則
日
本
欲
必
減
我
種
族
者
也
。
夫
合
邦
者
合
意
而
合
併
也
。
所
謂
政
合
邦
者
、

非
以
国
際
学
上
術
語
探
之
也

と
あ
る
が
如
き
は
そ
れ
で
、

こ
の
点
を
武
田
は
内
田
宛
の
四
十
三
年
一
月
十
一
日
の
害
状
の
中
で
、

「
会
長
ハ
合
併
（
邦
モ
併
号
問
ジ
）
ス
レ

ハ
保
護
状
態
ヨ
リ
一
躍
シ
テ
一
等
国
民
ト
ナ
ル
、
皇
室
モ
白
木
皇
室
ノ
如
グ
万
世
一
系
的
ニ
保
存
セ
ラ
ル
ル
ト
ユ
フ
ヨ
リ
割
リ
出
シ
グ
ル
迄
一
一

テ
政
合
邦
ト
セ
シ
ハ
小
生
－
一
見
後
メ
ラ
レ
シ
ト
キ
人
民
ニ
目
前
丈
ノ
安
心
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ニ
テ
学
理
上
ヨ
リ
出
デ
シ
三
井
ズ
学
理
ヲ
軽
蔑
セ
ル

ヨ
リ
カ
カ
ル
重
大
ノ
語
ヲ
毘
ト
モ
思
ハ
ス
添
入
セ
シ
モ
ノ
一
一
候
」
と
報
告
し
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

は
と
も
あ
れ
、
李
の
主
張
す
る
「
合
邦
」
は
臼
木
側
の
立
場
か
ら
も
必
要
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
前
掲
の
宋
宛
書
状
に
も
、
前
文
引
用
に
つ

武
田
と
し
て
、
こ
の
点

づ
い
て
、

こ
の
併
合
が
「
委
任
統
治
」
と
し
て
発
表
さ
れ
る
こ
と
の
不
穏
当
を
い
い
、
更
に
「
合
邦
」
が
日
本
を
し
て
「
呑
暁
之
名
」
を
す

て
、
「
人
道
之
実
」
宏
示
す
に
よ
く
、
そ
の
合
併
と
合
邦
の
差
は
豪
遊
な
れ
ど
も
実
は
「
天
地
懸
隔
」
だ
か
ら
、

宋
乗
峻
と
し
て
も
、
是
非
こ

の
線
に
固
執
し
て
く
れ
と
い
い
送
っ
て
い
る
。
こ
の
同
じ
こ
・
と
を
武
田
が
内
田
に
い
う
場
合
は
更
に
露
骨
で
、
武
田
か
ら
内
田
宛
の
前
掲
書
状

の
前
文
引
用
の
続
き
の
、
と
こ
ろ
で
は
、
「
但
シ
（
李
ハ
）
合
併
ハ
奴
隷
同
様
ノ
待
遇
ヲ
受
ケ
保
護
国
民
ノ
状
態
ヨ
リ
モ
一
層
無
力
ト
ナ
ル
ト
感

ジ
居
候
。
然

ν
ト
モ
合
意
ノ
合
併
ハ
併
呑
一
一
非
ス
シ
テ
、
無
条
件
ノ
ム
ロ
邦
ナ
ル
コ
ト
ヲ
意
識
セ
ス
候
。
依
テ
大
韓
帝
国
ハ
無
条
件
ヲ
以
テ
大
日

本
帝
国
ニ
合
邦
ス
、
又
其
合
邦
条
約
ハ
無
期
限
ト
ス
、
而
シ
テ
韓
皇
室
ハ
日
本
皇
室
ノ
一
分
ト
シ
テ
同
等
ニ
礼
遇
シ
、
合
邦
ノ
統
治
権
ハ
大
日

一
進
会
ノ
請
願
ハ
貫
徹
セ
シ
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
グ
、
而
シ
テ
日
本
ハ
人
道
的
－

Z
口
併
ノ

本
天
皇
陛
下
ノ
御
名
ノ
下
ニ
執
行
セ
ラ
ル
ト
約
束
セ
パ
、

実
ヲ
挙
ケ
得
グ
ル
モ
ノ
ト
被
信
候
。
小
生
ハ
此
意
ヲ
以
テ
会
長
－
一
説
明
セ
シ
ト
欲
ス
レ
ト
モ
、
日
木
ノ
措
置
如
何
ヲ
知
ラ
サ
レ
ハ
、
メ
y

グ
ノ

コ
ト
ハ
申
サ
レ
ス
ト
相
村
へ
居
候
一
五
々
」
と
い
う
、
文
中
、
文
意
不
明
の
点
も
あ
る
が
、
要
は
李
の
本
意
と
武
田
の
意
図
と
は
最
も
近
く
し



て
、
し
か
も
そ
の
聞
に
「
宍
地
懸
隔
」
の
一
面
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
武
田
と
し
て
は
、
李
の
嘆
き
は
十
分
に

知
り
な
が
ら
や
は
り
日
本
人
の
立
場
は
捨
て
て
は
い
な
い
。
し
か
も
日
本
人
有
志
と
し
て
、
韓
国
の
将
来
合
思
う
時
、
「
合
邦
」
の
名
に
お
い

て
「
日
本
は
人
道
的
に
合
併
の
実
を
挙
げ
得
る
」
と
い
う
韓
国
植
民
地
政
治
の
責
任
の
重
さ
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
内
問
家
所
蔵
資

料
中
、
武
田
関
係
の
も
の
の
う
ち
、
最
も
日
韓
合
併
実
現
の
日
附
に
近
い
、
既
ち
最
後
的
な
武
田
の
心
境
を
示
し
た
四
十
三
年
七
月
十
日
の

「
意
見
沓
」
に
は
、
そ
の
第
一
項
第
二
項
に
合
併
完
成
の
時
機
、
方
法
等
に
つ
い
て
現
地
的
立
場
か
ら
の
意
見
具
申
を
行
っ
た
の
ち
、
次
の
よ

う
に
結
ん
で
い
る

Q

故
一
一
善
意
ナ
ル
合
邦
ノ
提
議
－
一
首
謀
グ
リ
シ
宋
乗
岐
ヲ
シ
テ
仮
設
的
ェ
内
閣
ヲ
組
織
セ
シ
メ
テ
、
韓
ノ
天
下
ノ
衆
望
ヲ
負
ヘ
ル
モ
ノ
ヲ
網

羅
シ
、
善
意
－
一
合
部
ノ
美
挙
ニ
興
セ
シ
メ
テ
、
先
ツ
万
民
ノ
誤
解
ノ
根
本
ア
絶
ツ
ベ
シ
。
韓
ノ
有
識
者
ハ
皆
合
邦
ノ
己
ム
ヲ
得
サ
ル
ヲ
承
認

セ
リ
。
望
ム
所
ハ
善
政
ニ
在
ル
ノ
ミ
。
衆
望
者
ヲ
網
羅
シ
テ
我
ノ
意
志
エ
従
ハ
シ
メ
以
テ
大
事
ヲ
断
行
ス
ル
ヲ
得
ベ
キ
モ
ノ
ハ
唯
宋
乗
唆
ア

ル
ノ
ミ
。

第
三
善
後
ノ
問
題

善
後
ノ
問
題
ハ
所
謂
持
政
ニ
在
ル
ノ
ミ
。
紛
糾
錯
綜
モ
ル
諮
問
題
ハ
牽
克
善
政
ノ
二
字
ユ
帰
宿
セ
ジ
其
方
略
ハ
程
ホ
一
進
会
ヨ
リ
提
供
ス

ル
所
ア
ル
ベ
シ
。

併
合
達
成
の
後
の
韓
国
に
つ
い
て
武
田
の
願
う
所
は
た
だ
韓
国
に
対
す
る
日
本
の
「
善
政
」
で
あ
り
、

一
進
会
〈
季
容
九
）
の
存
続
と
そ
の

救
済
で
あ
り
、
合
邦
完
遂
の
栄
誉
を
荷
う
も
の
と
し
て
の
宋
乗
唆
〈
李
完
用
で
は
な
く
）
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
李
容
九
と
し
て
は
、

と
の
武
田
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
凶
す
る
所
を
説
得
さ
れ
、
最
後
的
な
譲
歩
に
よ
っ
て
押
し
切
ら
れ
た
感
は
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
。
明
治
四
十
四
年

三
月
三
十
日
附
、
李
容
九
か
ら
式
田
宛
の
書
状
は
、
越
後
の
高
田
市
、
薬
師
院
蔵
の
武
田
範
之
関
係
資
料
中
の
も
の
で
あ
る
が
、

以
上
の
如
き

武
田
と
李
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
李
容
九
の
合
邦
運
動
の
挫
折
感
を
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
文
中
解
読
不

能
の
文
字
も
あ
る
が
、
そ
の
要
点
の
み
を
訳
出
す
る
。

李
容
九
の
日
持
合
邦
運
動

（
西
尾
）

五
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ー」
ノ＼

ー
少
時
ヨ
リ
平
生
営
ム
所
、

一
身
上
口
々
グ
ル
私
利
－
一
在
ラ
ズ
、
速
グ
国
家
ノ
大
利
ヲ
図
ル
ユ
在
り
：
・
今
日
ニ
当
リ
心
身
ヲ
顧
レ
パ
、
則
チ

笑
フ
ベ
グ
笑
フ
可
キ
ハ
此
人
也
。
至
愚
至
蛍
ト
ハ
此
者
也
。
人
ェ
…
欺
カ
ル
ル
ト
ハ
此
物
也
。
：
・
二
千
万
人
民
ヲ
シ
テ
駆
り
テ
穣
多
之
下
ニ
入

レ
、
敢
テ
新
国
民
ニ
参
入
セ
シ
メ
ザ
ル
ノ
罪
ハ
此
物
－
一
在
ル
也
。
公
エ
於
テ
私
エ
於
テ
帰
路
エ
所
無
シ
。
・
：
門
ヲ
出
ジ
レ
パ
辱
カ
シ
メ
ヲ
受

ケ
笑
ヲ
四
方
之
人
エ
取
リ
、
門
ユ
入
レ
パ
質
責
ヲ
部
下
ノ
諸
人
ニ
受
グ
。
白
グ
国
事
功
ヲ
成
ス
ト
ハ
比
レ
ヵ
、

ヵ
、
個
々
ノ
会
員
ノ
生
活
成
就
ト
ハ
此
レ
ヵ
、

一
進
会
ノ
成
就
ト
ハ
此
レ

国
民
ノ
グ
メ
ノ
成
功
ト
ハ
此
レ
ヵ
、

是
ノ
如
キ
ノ
質
責
毎
日
踏
至
ス
。

一
辺
当
局
ノ
処
ヲ
観
レ
パ
、
之
ヲ
視
ル
ニ
楚
越
ヲ
以
テ
シ
之
レ
エ
対
ス
ル
ニ

宣
エ
能
グ
堪
当
セ

シ
ヤ
心
口
有
ル
モ
言
無
キ
也
。
回
顧
親
ナ
グ
、
孤
了
－
身
也
。

乞
人
ヲ
以
テ
シ
之
レ
ニ
帰
ス
ル
エ
猟
後
ノ
狗
ヲ
以
テ
ス
。
：
・
白
ラ
身
勢
ヲ
顧
レ
パ
帰
ル
所
ノ
路
ナ
グ
、
而
シ
テ
黄
泉
ノ
帰
路
適
当
一
ス
。
然
レ

ド
モ
地
下
－
一
モ
シ
先
去
者
ノ
霊
魂
ア
ラ
パ
、
則
チ
戎
ハ
差
協
無
面
ノ
嘆
有
ブ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
ル
ル
也
。
：
・
査
以
テ
之
ヲ
論
ズ
レ
パ
則
、
杉
山

内
田
武
田
ノ
諸
尊
、
彼
レ
人
ニ
欺
カ
レ
シ
ヤ
否
ャ
、
李
宋
両
人
彼
レ
人
－
r欺
カ
レ
シ
ヤ
否
ャ
。
生
人
格
愚
蛍
、
故
ニ
姑
グ
夢
中
ノ
如
グ
、
米

グ
真
否
ヲ
詳
覚
ス
ル
能
ワ
ザ
ル
也
。
目
前
内
田
公
慰
問
書
一
度
来
到
ス
。
然
レ
ド
モ
答
状
ヲ
修
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
也
。
モ
シ
修
答
セ
パ
、
グ
グ

彼
ノ
心
肝
ヲ
傷
ケ
憾
慨
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ル
ノ
故
也
む
ー

( 5) 

以
上
に
お
い
て
従
来
余
り
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
資
料
を
掲
げ
な
が
ら
、
李
容
九
の
合
邦
意
図
を
辿
っ
て
見
た
。
其
の
結
果
と
し
て
特
に
こ
れ

で
明
か
に
な
っ
た
と
い
う
程
の
も
の
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
従
来
の
諸
説
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
点
で
異
っ
た
見
方
が
成
立
す
る
と
思
わ

れ
る
。
以
下
そ
の
諸
点
を
列
挙
し
て
見
る
。

ω
従
来
日
韓
併
合
は
、
明
治
政
府
の
一
方
的
な
韓
国
植
民
地
化
の
政
策
の
完
成
形
態
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
果
論
で
あ
っ
て
、
日

韓
併
合
と
い
う
事
実
は
、
一
皮
む
け
ば
、
そ
の
下
に
「
日
韓
合
邦
」
運
動
と
い
う
、
日
韓
民
間
有
志
の
準
備
的
事
実
が
、
そ
の
実
態
と
し
て
餌

呈
し
て
来
る
こ
と
。



(2) 

そ
の
日
韓
合
邦
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
日
韓
合
邦
秘
史
」
な
ど
に
よ
る
内
田
た
ち
の
主
張
も
あ
る
こ
と
で
、

一
部
の
人
々
は
、

日
韓
併

合
の
真
相
と
し
て
、
内
田
の
主
張
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
李
容
九
や
宋
乗
峻
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
受
動
的
で
あ
り
、
内
田

や
武
田
や
杉
山
の
功
緩
と
し
て
「
合
邦
運
動
」
の
達
成
を
評
価
す
る
＠
し
か
し
そ
の
点
で
も
、

上
述
来
の
資
料
に
よ
れ
ば
、

こ
の
合
邦
意
図

は
、
三
十
九
年
度
の
李
容
九
と
内
田
良
平
の
出
会
い
に
そ
の
端
を
発
し
た
の
で
な
く
、
そ
れ
は
既
に
三
十
七
年
度
に
お
け
る
韓
国
側
の
李
容
九

と
宋
乗
唆
の
出
会
い
に
お
い
て
、
そ
の
意
図
は
決
定
的
な
形
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
G

向山「

さ
ら
に
従
来
は
李
容
九
と
内
田
が
盟
約
し
、
宋
乗
峻
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
関
係
が
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
合
邦
運
動
の
意
図
は

李
容
九
中
心
に
見
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
三
十
七
年
度
の
李
・
宋
の
盟
約
に
お
い
て
見
れ
ば
、

こ
の
「
合
邦
」
構
想
は
親
日

傾
向
の
よ
り
大
き
い
宋
乗
峻
の
首
唱
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
李
は
そ
れ
に
賛
成
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
ω

ω
し
た
が
っ
て
日
韓
併
合
は
、
明
治
政
府
戎
は
内
田
の
単
独
工
作
乃
至
合
作
と
い
う
日
本
側
の
工
作
の
成
功
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

と
内
田
・
武
田
・
杉
山
と
李
・
宋
と
の
三
者
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
こ
と
は
、
既
に
発
表
し
た
が
、

政
府

そ
の
「
意

一
進
会
側
の
熱
意
に
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
と
し

一
進
会
側
の
態
度
と
し
て
は
制
韓
廷
専
制
政
治
に
対
す
る
反
抗
日
制
統
監
府
と
韓
政
府
と
の
結
合
に
よ
る
二
重
支
配
重
圧
の
排
除
、
制
そ

の
結
果
と
し
て
人
民
の
生
活
の
安
定
と
向
上
の
要
求
か
ら
来
る
日
本
の
近
代
的
政
治
へ
の
傾
倒
、
伺
そ
の
結
果
と
し
て
の
、
国
際
的
地
位
の
安

定
な
ど
が
望
ま
れ
た
と
い
う
こ
左
は
、
資
料
中
に
明
示
さ
れ
る
が
、
乙
の
ほ
か
に
、
一
進
会
が
東
学
党
の
後
身
で
あ
り
、
儒
・
仏
・
道
三
教
一
致
の

図
(5）」

お
し、

て
t主
む
し
ろ

宗
教
団
体
と
い
う
性
格
か
ら
来
る
、
韓
国
内
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
団
と
の
宗
教
的
対
抗
の
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
故
で
の
「
親
目
的
合
邦
」
と
い

う
傾
斜
が
出
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

Q

し
か
し
こ
の
点
で
は
同
じ
東
学
系
の
天
道
教
主
孫
乗
照
は
親
露
派
と
い
わ
れ
る
関
係
も
あ
り
、
い

ま
に
わ
か
に
断
言
で
き
な
い
と
し
て
も
、
孫
と
季
と
の
対
抗
関
係
が
却
っ
て
一
進
会
を
親
日
に
追
い
や
っ
た
と
い
う
関
係
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
c

し
か
し
以
上
の
如
き
考
察
も
、
今
後
更
に
研
究
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
批
判
を
う
け
る
可
能
性
も
大
き
い
。
そ
の
理
由
は
伺

よ
り
も
宋
乗
峻
の
研
究
が
現
段
階
で
は
不
十
分
な
た
め
で
あ
る
ω

宋
と
日
本
軍
部
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
新
し
い
認
識
が
加
え

(6) 

李

谷

九

の

凶

枠

合

川

巡

動

（
凶
尼
）
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李
容
九
の
日
韓
合
邦
運
動
（
凶
尾
）

A 

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
桂
・
山
県
・
伊
藤
・
杉
山
・
内
田
・
李
・
宋
た
ち
の
円
環
的
な
相
関
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
と

い
う
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
な
お
最
後
に
最
近
出
版
さ
れ
た
北
村
敬
直
編
「
夢
の
七
十
余
年
1
西
原
亀
三
伝
」
、

及
び
柳
周
鉱
著
「
小
説
朝
鮮

総
督
府
」
の
内
容
中
、
李
容
九
の
評
価
に
関
係
あ
る
点
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
き
た
い
。

「
西
原
亀
三
伝
」
に
は
西
原
側
か
ら
の
宋
・
李
の
合
邦
運
動
に
関
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
神
鞭
知
常
と
一
進
会
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
「
神
鞭
先
生
は
こ
の
わ
た
し
の
一
言
を
信
じ
、
一
に
韓
国
人
の
安
寧
挙
福
を
援
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
緊
密
に
わ
が
国
と
提
携
し
東
亜
保

全
に
協
力
せ
し
む
る
こ
と
を
治
韓
の
要
諦
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
、
「
も
と
も
と
先
生
は
王
道
主
義
者
で
絶
対
に
覇
道
を
斥
け
た
人
で
あ
る
」
。

そ
し
て
神
鞭
は
「
支
那
は
普
か
ら
王
道
を
尊
ん
だ
ω

朝
鮮
も
こ
れ
を
わ
き
ま
え
て
い
る
。
：
・
い
ま
日
本
は
朝
鮮
を
煮
て
食
お
う
と
焼
い
て
食
お

ぅ
、
と
勝
手
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
こ
れ
を
食
い
物
に
し
て
は
な
ら
向
。
あ
く
ま
で
も
王
道
を
も
っ
て
東
亜
を
結
び
、
永
遠
の
平
和
を
確
立
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
常
に
い
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
二
十
七
年
二
月
科
鞭
は
渡
鮮
し
八
月
に
帰
日
し
た
が
、
そ
の
聞
に
韓
民
上
下
の
訪
問
が
門
前
市
を

な
す
あ
り
さ
ま
で
、
こ
の
間
に
一
進
会
の
こ
と
に
も
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
西
原
自
身
も
「
そ
の
頃
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
一
進
会
の

こ
と
に
も
関
係
し
て
十
二
月
ま
で
い
て
帰
国
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
日
附
は
ま
さ
に
宋
・
李
の
盟
約
か
ら
一
進
会
・
進
歩
会
合
同
一
進
会
成
立

の
時
期
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
神
鞭
・
西
原
の
関
係
し
た
一
進
会
は
、
宋
乗
岐
の
ひ
き
い
る
一
進
会
と
考
え
て
よ
い
。
西
原
が
関
係
し
た
点
に

つ
い
て
「
三
十
七
年
十
月
結
党
成
り
、

一
進
会
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
進
会
は
合
同
前
の
一
進
会
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
性
格
は

髪
点
化
決
行
し
た
も
の
の
み
で
も
、

西
原
と
し
て
は
「
王
道
主
義
」
に
よ
る
親
日
団
体
で
あ
り
、
合
併
運
動
団
体
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
む
そ
の
会
員
数
は
親
目
標
接
の
た
め
断

一
市
議
会
員
二
百
三
十
名
、
つ
づ
い
て
一
大
道
教
の
信
徒
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、
「
十
余
万
人
」
に
達
し
た
と
い
う
。

こ
の
十
余
万
人
は
李
容
九
と
宋
乗
峻
の
合
同
一
進
会
成
立
後
の
数
字
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

神
鞭
は
三
十
八
年
四
月
十
一
白
、
再
度
渡
韓
し
、
彼
地
に
お
い
て
発
病
し
、
宋
・
李
に
天
下
の
形
勢
を
説
き
、
経
論
方
策
を
授
け
て
帰
日

し
、
六
月
二
十
一
日
逝
去
し
た
。
西
原
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
神
鞭
の
「
王
道
主
義
」
の
立
場
か
ら
、
そ
の
後
の
一
進
会
を
見
守
た
つ
が
、
そ
の
後



こ
れ
を
見
捨
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
四
、
先
生
没
後
の
日
韓
関
係
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
「
（
前
略
）
、
明
治
三
十
八

年
・
：
十
一
月
ふ
た
た
び
伊
藤
公
を
韓
国
に
派
し
・
：
怠
速
に
韓
国
保
護
条
約
を
締
結
し
た
ω

・
：
こ
れ
を
よ
ろ
こ
ん
だ
の
は
一
進
会
の
人
々
で
、

進
会
は
も
は
や
国
を
思
う
た
め
の
団
体
で
は
な
く
、
野
心
家
の
団
体
に
な
っ
て
し
ま
い
、
同
時
に
先
生
の
王
道
主
義
は
お
し
ゆ
が
め
ら
れ
、
真

に
韓
国
を
思
う
先
生
に
よ
っ
て
急
進
を
牽
制
さ
れ
つ
つ
φ

め
っ
た
一
進
会
は
良
き
御
者
を
失
っ
て
思
う
が
ま
ま
に
奔
逸
し
た
。
こ
れ
が
東
洋
の
た

め
特
に
わ
が
屈
の
た
め
大
き
な
褐
の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
今
に
し
て
思
い
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。
同
書
の
注
に
大
隈
重
信
序
の
「
謝

海
言
行
録
」
を
ひ
い
て
寸
宋
乗
峻
・
李
容
九
等
に
一
進
会
を
組
織
し
て
韓
国
内
政
を
改
革
す
る
よ
う
に
勧
め
た
の
は
神
鞭
で
あ
る
が
、
同
時
に

一
進
会
の
急
進
を
厳
に
戒
め
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
も
、
神
鞭
・
西
原
と
、
宋
・
李
の
ゆ
き
方
の
ち
が
い
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
第
三
章
の
同
に
引
用
の
西
原
宛
神
鞭
の
書
翰
は
、
右
の
神
鞭
の
主
義
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
合
邦
請
願
運
動
の
胡
し
が
意
外
に
早
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
点
で
も
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

（

前

略

）

神

谷

兄

対

韓

論

は

先

初

は

迂

生

等

と

違

い

た

る

也

。

致

君

尭

舜

な

ぞ

の

語

は

、

洋
学
者
に
は
迂
遠
に
し
て
流
行
せ
ぬ
事
と
、
西
原
氏
の
あ
き
め
る
方
至
当
な
ら
ん
。
唯
彼
の
二
三
子
達
は
、
我
政
府
の
仕
向
激
烈
な
れ
ば
了

解
し
易
か
ら
ん
な
れ
ど
も
其
発
表
こ
れ
無
き
中
に
お
い
て
、
大
勢
よ
り
見
込
を
立
て
、
請
願
に
出
掛
る
事
は
余
程
の
達
観
を
要
し
、
島
波
出

我
政
府
の
仕
向
強
く
荒
き
程
を
喜
ぶ
方
な
り
、

米
が
た
き
事
と
祭
す
。
：
・
弦
に
於
て
考
れ
ば
い
よ
い
よ
迂
生
等
の
流
義
は
我
政
府
に
も
必
要
韓
人
に
於
て
も
最
幸
福
を
得
る
道
理
な
れ
ど
も

当
軸
者
は
猶
そ
こ
迄
は
眼
力
届
き
不
申
候
、
韓
人
に
分
ら
ぬ
は
決
し
て
無
理
に
無
御
座
候
（
下
略
）

こ
れ
は
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
附
の
書
翰
で
あ
る
。
こ
の
神
鞭
の
対
韓
策
を
う
け
つ
い
だ
西
原
は
、

一
進
会
の
ゆ
き
方
に
不
満
で
、

進

会
の
合
邦
達
成
運
動
に
対
し
て
、
「
日
本
と
韓
国
が
併
呑
し
た
、
さ
れ
た
に
な
っ
て
は
絶
対
に
い
け
な
い
心

べ
で
は
韓
民
の
幸
福
と
い
う
こ
と
が
眼
目
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
常
に
忠
告
し
た
と
い
う
。

急
進
し
て
売
国
奴
に
な
る
な

Q

す

以
上
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
一
進
会
成
立
の
原
由
と
し
て
の
神
鞭
結
成
説
の
性
格
が
、

邦
論
は
、
や
は
り
上
述
の
宋
乗
駿
中
心
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
っ
て
お
り
、
合

本一
e

容
九
の
日
韓
合
邦
巡
動

jL 

（
州
厄
）



李
容
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西
尾
）

四
0 

し
か
し
末
・
李
は
一
体
と
す
れ
ば
、
李
容
九
は
や
は
り
宋
に
同
様
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
が
本
論
の
中
心
課
題
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
断
は

い
ま
の
と
こ
ろ
宋
・
李
の
聞
に
一
髪
の
差
あ
り
と
し
か
い
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
牽
箇
の
差
が
ま
た
天
壌
の
差
で
も
あ
り
得
ょ
う
。

点
、
柳
周
玄
の
「
朝
鮮
総
督
府
」
は
韓
国
側
か
ら
見
た
宋
・
李
両
人
に
つ
い
て
、
や
は
り
そ
の
聞
に
差
異
を
認
め
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

こ
の

ぅ
。
こ
の
書
は
も
と
よ
り
「
小
説
」
で
あ
り
、
ド
キ
ュ
メ
ジ
グ
り
l
の
形
式
で
表
現
し
た
と
し
で
も
そ
の
叡
述
に
は
創
作
が
存
在
し
、
事
件
・

人
物
も
事
実
に
異
っ
て
い
る
点
が
あ
る
と
し
て
、
ふ
し
ぎ
は
な
い
。
文
中
李
容
九
が
大
正
年
間
ま
で
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
如
き
は

宋
葉
峻
を
そ
そ
の
か
し
、
政
治
と
宗
教
を
混
乱
し
た
一
進

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
合
邦
運
動
に
つ
い
て
も
、
「
策
略
に
た
け
た
李
容
九
が
、

会
を
組
織
し
」
と
い
う
の
も
（
同
書
上
）
、
上
述
来
の
関
係
か
ら
い
え
ば
逆
で
あ
ろ
う
＠

本
書
は
李
容
九
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
、
宋
乗
岐
に
対
す
る
憎
悪
侮
ベ
つ
感
は
日
本
政
治
家
に
対
す
る
の
と
等
し
く
甚
だ
し
い
＠

宋
は
日
韓
併
合
後
子
爵
と
な
り
、
韓
国
中
枢
院
顧
問
と
な
っ
た
。
さ
て
本
書
第
十
五
章
は
大
正
七
年
に
係
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う

な
独
立
計
画
青
年
た
ち
の
会
話
の
箇
所
が
あ
る
。

「
李
完
用
と
宋
乗
唆
の
け
ん
か
が
、
ま
た
始
ま
っ
た
よ
う
だ
ね
。
実
に
彼
ら
は
い
が
み
合
い

日
韓
合
併
の
殊
勲
争
い
で
あ
の
二
人
は
仇
敵
な
の
で
す
か

ら
。
・
：
・
：
そ
れ
に
比
べ
る
と
李
容
九
は
す
こ
し
変
っ
た
祉
の
持
主
で
す
ね
」
。
「
李
容
九
？
」

Q

「
李
容
九
は
先
任
の
寺
内
総
督
に
莫
大
な
金
額
を

要
求
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
勲
章
や
爵
位
な
ん
か
は
い
ら
ん
、
百
万
円
の
金
を
出
せ
と
言
っ
た
そ
う
で
す

Q

北
満
洲
に
行
っ
て
普
の
高

の
好
き
な
種
族
だ
よ
」
＠

「
そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

麗
国
の
版
図
合
買
い
も
ど
し
て
、
そ
こ
に
王
国
を
ひ
と
つ
建
て
る
ん
だ
と
、
え
ら
い
け
ん
ま
く
だ
っ
た
そ
う
で
す
」
。
「
う
む
、
そ
い
つ
は
ち
ょ

っ
と
変
っ
て
る
ね
、
で
、
李
容
九
は
爵
位
も
も
え
な
か
っ
た
ろ
う
な
」
。

李
容
九
の
寺
内
に
対
す
る
百
万
円
一
広
々
は
桂
に
対
し
て
の
事
で
あ
ろ
う
し
、
高
麗
王
国
云
々
は
李
容
九
の
一
進
会
員
の
間
島
地
方
移
住
開
拓

計
画
の
事
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
が
高
麗
国
云
々
と
な
る
の
は
、
こ
の
前
後
即
ち
万
蔵
事
件
以
後
、
旧
一
進
会
員
が
内
田
良
平
や
杉
山
茂
丸
に

対
し
て
、
合
邦
運
動
の
折
の
約
束
と
し
て
の
、
日
韓
の
連
邦
制
実
行
乃
至
は
韓
国
の
内
政
自
治
を
要
求
し
た
時
に
、
内
田
良
平
の
友
人
末
永
節

が
高
麗
国
独
立
運
動
を
韓
人
に
示
唆
し
て
、
旧
一
進
会
員
も
一
時
慰
撫
さ
れ
た
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ



る
。
末
、
水
の
運
動
は
そ
の
の
ち
も
つ
づ
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
月
日
は
不
詳
で
あ
る
が
管
見
の
資
料
に
よ
る
と
東
京
日
々
新
聞
、
昭
和
十
年
に
大

高
層
国
建
設
計
画
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
第
一
期
か
ら
第
三
期
ま
で
の
地
域
決
定
案
、

案
、
及
び
憲
法
草
案
・
国
旗
・
国
璽
案
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
（
こ
の
資
料
は
末
永
家
の
新
聞
切
抜
き
に
よ
る
）

以
上
に
よ
っ
て
一
応
現
在
の
韓
国
側
に
お
い
て
も
、
宋
乗
峻
と
李
容
九
の
取
扱
い
方
に
差
異
が
見
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
ω

そ

の
よ
う
な
認
識
は
今
後
も
次
第
に
着
実
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
評
価
も
変
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
国
減
、
と
し
て
処
刑
さ
れ

土
地
固
有
、
井
田
法
、

法
三
章
を
ふ
く
む
建
国
規
約

た
金
玉
均
は
い
ま
や
独
立
運
動
の
志
士
と
し
て
韓
国
民
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
李
容
九
も
ま
た
そ
の
民
族
主
義
者
と
し
て
の
本
領
が
明

か
に
さ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
韓
国
に
お
け
る
評
価
も
改
め
ら
れ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

追
記
な
お
こ
の
拙
文
を
草
す
る
に
当
っ
て
貨
市
中
な
資
料
を
提
供
さ
れ
た
内
田
治
氏
・
葦
津
珍
彦
氏
及
び
末
、
ぶ
賢
次
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
跨
げ
る
。

（
四
五
・
三
・
二

O）

み
土
谷
九
の
日
幹
合
邦
巡
効

（
附
応
）
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Ri Youkyu *~)L's Korean-Japanese Union {';-JI$ 
( Confederation !IB~J[l) Movement 

Yotaro NISHIO 

In the history of Annexation of Korea to Japan the position 

of nationalist Ri Youkyu is extremely delicate. Many people 

treat him as a traitor to his country. But I cannot pursuade 

myself that his original intention was the traitorous acts. 

What made him eventually "traitor" was not his own thought, 

but the imperialistic colonial policy of Japanese government. 

The first aim of this article is the analysis of Ri Youkyu's 

original intention. The second aim is the presentation of those 

materials to which any attention was not paid hitherto. Those 

materials are as follows: (1) Roan Sensei Jiryaku Jil.JilJ't1:.$Pla; 
(2) Goukaikougen *{tw~r£: ; (3) the letter of Sou Heishun **"l 
to Colonel Matsuishi; (4) the letter of Sou Heishun **ll!Ji'. to 

Colonel Matsuishi; ( 4) the letter of Hanshi Takeda ~EElfllBZ 
to Sou Heishun; (5) An opinion note of Hanshi Takeda; (6) 

the letter of Ri Youkyu to Hanshi Takeda. 

The essentials of my conclusion acquired through the de

scription of this article are as follows: 

(1) In the thought of Ri Youkyu lies much despairful feeling 

fundamentally for the autonomous achievement of Korean 

independence. This feeling derives its origin from helpless 

corrupt politics of Korean ruling class, and from his ex

perience of violent oppression by rulers to the democratic 

movement of Togakuto *¥1t, of which he was the leader. 

And the feeling was intensified, too, by the international 

instability (the feeling of crisis of existence) of Korea. For 

happiness of Korean people he felt keenly the necessity to 

avoid absolutely the danger, which threatens to turn Korea 
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into a battlefield by a Russo-Japanese war. 

(2) The reason why Ri Youkyu inclined to Japan is difficult 

to understand apparently as a matter of common sense. 

He thought that Korea could not possibly escape from that 

intention of Japan to rule Korea, which became undisguised 

by the Russo-Japanese War. By a spontaneous union he 

prefered ensuring of room for Korean future independence 

to the coerced subordination of Korea to Japan. He did 

not always believe in Japanese rulers. But he was aware of 

the fact that Japanese public-spirited civilians had sympa

thy for and helped minor nations. He was convinced 

that the friendly opinion of those Japanese civilians for 

Korean nation could mitigate the rule of Korea by Japanese 

government. It was Sou Heishun's pro-Japanese contention 

that made Ri Youkyu's intention decisive. Ri Youkyu hoped 

"Korean- Japanese Confederation System" as political form 

of Korean-Japanese union, and did not abandon this conten

tion until his death. 

(3) For his political aim he found his Japanese partner in 

Ryohei Uchida NB3BP-fl. Uchida's political character was 

supported by the patriotic principle. On the other hand, his 

aspiration for the "happiness of Korean nation" was able 

to be in accord with Ri Youkyu's intention. Japanese govern 

mental ambition to rule Korea colonially, however, brought 

forth refraction in the contents of their "Confederation 

System" in process of their confederation movement. Ultima

tely the system was obliged to make alterations to what 

was called "Annexation of Korea to Japan". Isshinkai -~~. 

people's party which Ri Youkyu led, was ordered to break 

up, and the immigration to Kanta Fia\Jl'i'b was abandoned. 

Ri Youkyu died with anger about Japanese betrayal. I think 

that the estimation of him as the "traitor to his country" 

will be modified in future. 
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